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Abstract 
  Vice admiral Arichi Shinanojō (有地品之允) retired from the Imperial Japanese Navy in 1895 and 
became a baron in 1896. His 35 letters reprinted here were addressed to 15 persons, including Enomoto 
Takeaki (榎本武揚), Oki Morikata (沖守固), Ito Hirobumi (伊藤博文), Tsuji Shinji (辻新次), Nomura 
Yasushi (野村靖 ), Shinagawa Yajirou (品川弥二郎 ), Terauchi Masatake (寺内正毅 ), Yamane 
Masatsugu (山根正次), Nagaoka Gaishi (長岡外史), Saito Makoto (斎藤実), Tokutomi Sohō (徳富蘇

峰) and Sakatani Yoshirou (阪谷芳郎). These missives mainly show the relationship between the navy 
and the House of Peers, the organizing process of the Imperial Marine Association, and fundraising 
campaign for the Imperial Voluntary Fleet.   
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解
説

国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
で
閲
覧
可
能
な
受
信
人
十
四
名
に
宛
て
た
有
地
品

之
允
書
翰
三
十
二
通
と
、
神
奈
川
県
中
郡
二
宮
町
に
所
在
す
る
徳
富
蘇
峰
記
念
塩
崎
財

団
（
高
野
信
篤
理
事
長
、
施
設
名
「
徳
富
蘇
峰
記
念
館
」）
が
所
蔵
す
る
徳
富
蘇
峰
宛

有
地
品
之
允
書
翰
三
通
を
翻
刻
す
る
。
排
列
は
、
受
信
人
名
の
五
十
音
順
に
並
べ
、
同

一
受
信
人
宛
で
は
差
出
順
と
し
、
年
代
が
不
明
な
書
翰
を
そ
れ
ぞ
れ
の
末
尾
に
置
い

た
。
有
地
と
受
信
人
を
生
年
順
に
並
べ
、
出
身
府
県
を
付
記
す
る
と
左
の
よ
う
に
な
る
。

榎
本
武
揚

一
八
三
六
年

東
京

樺
山
資
紀

一
八
三
七
年

鹿
児
島

沖

守
固

一
八
四
一
年

鳥
取

伊
藤
博
文

〃

山
口

辻

新
次

一
八
四
二
年

長
野

野
村

靖

〃

山
口

▽
有
地
品
之
允

一
八
四
三
年

山
口

品
川
弥
二
郎

〃

山
口

樺
山
登
茂

一
八
四
六
年

鹿
児
島

寺
内
正
毅

一
八
五
二
年

山
口

山
根
正
次

一
八
五
八
年

山
口

長
岡
外
史

〃

山
口

斎
藤

実

〃

岩
手

阪
谷
芳
郎

一
八
六
三
年

岡
山

徳
富
蘇
峰

〃

熊
本

ま
ず
、
有
地
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。
有
地
の
海
軍
大
佐
昇
進
以
降
の
履
歴
を
『
日

本
海
軍
史
』
よ
り
書
き
抜
く
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る(

1)

。
職
名
な
ど
の
短
縮
標
記
は

原
文
の
ま
ま
と
し
た
。

一
八
八
二
．

六
．

六

海
軍
大
佐

七
．

七

比
叡
艦
長

一
二
．
二
三

筑
波
艦
長

一
八
八
五
．
一
二
．
一
七

軍
事
部
次
長

一
八
八
六
．

二
．
二
四

兼
造
船
会
議
議
員

三
．

九

参
謀
本
部
海
軍
部
一
局
長
兼
海
軍
部
副
官
（
五
．

一
〇
免
兼
）

六
．
一
五

海
軍
少
将

一
七

横
軍
港
司
令
官
兼
海
機
校
長

一
八
八
七
．

九
．
二
八

海
兵
校
長
兼
将
官
会
議
議
員

一
八
八
九
．

五
．
一
五

海
軍
参
謀
部
長
兼
将
官
会
議
議
員

一
八
九
一
．

六
．
一
七

常
備
艦
隊
長
官

一
八
九
二
．
一
二
．
一
二

海
軍
中
将
・
呉
鎮
長
官

一
八
九
五
．

五
．
一
一

常
備
艦
隊
長
官

一
一
．
一
六

待
命

一
二
．
一
九

予
備
役

一
八
九
六
．

六
．

五

特
授
男
爵

一
八
九
七
．

七
．
二
四

貴
族
院
議
員

一
九
〇
六
．

三
．
一
五

後
備
役

一
九
一
一
．

三
．
一
五

退
役

一
九
一
七
．

四
．
二
七

枢
密
顧
問
官

一
九
一
九
．

一
．
一
七

没

有
地
に
つ
い
て
、
平
凡
社
『
日
本
人
名
大
事
典
』
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
す
。

ア
リ
チ
シ
ナ
ノ
ジ
ョ
ー

有
地
品
之
允
（
一
八
四
三
―
一
九
一
九
）

明
治
中
期

の
軍
人
。
海
軍
中
将
に
し
て
男
爵
。
萩
藩
士
藤
馬
の
三
子
、
天
保
十
四
年
三
月
生

る
。
名
は
信
政
、
初
称
熊
蔵
、
一
葦
と
号
し
た
。
年
少
よ
り
仕
へ
て
毛
利
侯
の
小

有
地
品
之
允
書
翰
（
史
料
翻
刻
）

知
的
財
産
学
部

知
的
財
産
学
科

柴
崎
力
栄

（
二
〇
一
四
年
九
月
三
〇
日
受
理
）
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姓
役
と
な
る
。
戊
辰
の
役
父
と
倶
に
奥
州
各
地
に
戦
つ
て
功
あ
り
、
明
治
二
年
始

め
て
近
衛
兵
の
組
織
せ
ら
れ
る
や
大
隊
軍
監
に
挙
げ
ら
れ
、
翌
三
年
欧
洲
に
遊
び

軍
事
を
視
察
し
て
帰
る
。
四
年
陸
軍
少
佐
に
任
官
し
た
が
、
七
年
海
軍
に
転
じ
累

進
中
将
に
昇
り
、
二
十
七
八
年
戦
役
に
は
呉
鎮
守
府
司
令
長
官
、
常
備
艦
隊
司
令

長
官
と
し
て
勲
功
を
樹
て
男
爵
を
授
け
ら
れ
た
。
三
十
年
予
備
役
と
な
り
、
の
ち

枢
密
顧
問
官
に
親
任
さ
る
。
平
生
、
海
軍
思
想
の
普
及
振
作
に
力
を
致
し
、
海
事

協
会
を
起
し
て
こ
れ
が
理
事
長
と
な
つ
て
大
い
に
活
躍
し
た
。
大
正
八
年
一
月
十

七
日
歿
、
年
七
十
七
。

右
の
文
章
は
、
皇
紀
を
西
暦
に
改
め
た
以
外
は
、
一
九
三
七
年
に
『
新
撰
大
人
名
辞
典
』

と
し
て
刊
行
さ
れ
た
初
版
の
ま
ま
で
あ
る
。「
海
軍
思
想
」
と
あ
る
の
は
誤
植
で
、
正

し
く
は
「
海
事
思
想
」
で
あ
ろ
う
し
、
予
備
役
編
入
の
年
が
誤
っ
て
明
治
「
三
十
年
」

と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
正
し
く
は
明
治
「
二
十
八
年
」
で
あ
る
。
経
歴
か
ら
見
て
、
海

軍
大
将
に
昇
進
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
が
、
下
関
講
和
条
約
発
効
後
の
台
湾
占
領
作

戦
中
に
発
生
し
た
事
件
の
責
任
を
問
わ
れ
て
、
常
備
艦
隊
司
令
長
官
の
職
を
解
か
れ
、

一
八
九
五
年
十
二
月
十
九
日
、
予
備
役
に
編
入
さ
れ
た
。
同
年
十
月
二
十
日
、
講
和
後

の
平
時
に
お
い
て
、
指
揮
下
に
あ
っ
た
通
報
艦
八
重
山
が
、
イ
ギ
リ
ス
汽
船
テ
ー
ル
ス

号
を
台
湾
の
領
海
外
で
臨
検
し
た
こ
と
の
責
任
を
問
わ
れ
た
結
果
で
あ
る
。
海
軍
中
将

の
現
役
定
限
年
令
（
定
年
）
が
六
十
二
歳
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
早
期
に
五
十
二
歳
で

予
備
役
編
入
し
た
こ
と
が
、
有
地
の
後
半
生
を
形
作
る
こ
と
に
な
っ
た
。
死
去
の
前
々

年
、
一
九
一
七
年
に
枢
密
顧
問
官
に
任
命
さ
れ
た
時
の
報
道
に
そ
の
事
情
を
窺
う
こ
と

が
で
き
る(

2)

。

今
回
の
有
地
男
の
任
命
に
対
し
て
は
海
軍
側
の
元
老
達
も
大
に
斡
旋
し
た
り
と

云
ふ
。
而
し
て
之
を
山
県
公
及
び
寺
内
首
相
に
口
切
り
た
る
が
井
上
元
帥
な
り
。

井
上
元
帥
其
他
、
曾
て
有
地
男
と
共
に
日
清
戦
争
の
際
ま
で
我
海
軍
の
枢
要
任
務

に
あ
り
し
連
中
は
、
有
地
男
の
み
が
大
過
と
も
称
し
難
き
テ
ー
ル
ス
号
事
件
の
為

に
予
備
役
と
な
り
、
大
将
級
に
昇
る
能
は
ざ
り
し
を
遺
憾
と
し
、
何
等
か
の
機
会

に
親
任
官
に
推
挙
し
た
し
と
の
念
近
来
殊
に
熾
烈
な
り
し
が
、
其
結
果
竟
に
井
上

元
帥
の
口
よ
り
山
県
公
に
男
を
推
薦
す
る
こ
と
ゝ
な
り
、
今
回
の
任
命
を
見
る
に

至
り
た
る
次
第
な
り
と
。

「
山
県
公
」
は
山
県
有
朋
、「
寺
内
首
相
」
は
寺
内
正
毅
、「
井
上
元
帥
」
は
、
井
上
良

馨
で
あ
る
。
海
軍
軍
人
と
し
て
の
不
運
に
よ
り
、
若
年
で
第
二
キ
ャ
リ
ア
を
始
め
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
事
情
が
、
以
後
、
周
囲
の
人
々
か
ら
公
然
・
非
公
然
の
支
持
や
助
力
を

得
や
す
い
立
場
に
繋
が
っ
た
。

収
録
書
翰
は
、
⑴
明
治
維
新
後
社
会
的
地
位
を
得
た
東
京
在
住
の
長
州
出
身
者
内
で

の
交
流
を
示
す
、
⑵
現
役
か
ら
予
備
役
・
後
備
役
編
入
後
を
通
じ
た
海
軍
関
係
者
と
の

繋
が
り
を
示
す
、
⑶
貴
族
院
男
爵
議
員
と
し
て
の
活
動
を
示
す
、
⑷
初
代
の
理
事
長
を

務
め
た
帝
国
海
事
協
会
の
活
動
、
殊
に
帝
国
義
勇
艦
隊
建
設
募
金
と
建
設
後
の
維
持
に

関
す
る
内
容
か
ら
な
る
。

以
下
、
書
翰
ご
と
に
見
て
行
く
。

伊
藤
博
文
宛
「
１
．
」
は
、
海
軍
中
将
に
昇
進
す
る
と
と
も
に
、
常
備
艦
隊
司
令
長

官
か
ら
呉
鎮
守
府
長
官
に
転
じ
、
呉
に
赴
任
す
る
際
に
、
郷
里
の
先
輩
で
あ
る
伊
藤
博

文
内
閣
総
理
大
臣
へ
投
じ
た
挨
拶
状
で
あ
る
。
書
翰
文
頭
の
「
爾
来
御
怪
我
追
々
御
全

快
」
と
は
、
一
八
九
二
年
十
一
月
二
十
七
日
、
伊
藤
が
人
力
車
で
外
出
中
、
馬
車
と
衝

突
し
て
怪
我
を
負
っ
た
事
情
へ
の
言
及
で
あ
る
。
こ
の
書
翰
は
、
伊
藤
博
文
関
係
文
書

研
究
会
編
『
伊
藤
博
文
関
係
文
書

一
』（
塙
書
房
、
一
九
七
三
年
）(

3)

に
一
度
収
録

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
今
回
、
原
史
料
と
照
合
し
、
読
み
を
訂
正
し
た
。
第
一
に
、

三
行
目
の
「
山
県
大
臣
」
は
「
山
県
大
将
」
と
な
っ
て
い
た
が
、
沖
守
固
宛
「
１
．」

の
六
行
目
「
宮
内
大
臣
」
の
「
臣
」
と
同
じ
字
形
で
あ
り
、
斎
藤
実
宛
「
４
．」
四
行

目
「
将
来
」
の
「
将
」
と
は
別
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
山
県
大
臣
」
と
し
た
。
一
八
九
三

年
一
月
現
在
、
山
県
有
朋
は
第
二
次
伊
藤
博
文
内
閣
に
司
法
大
臣
と
し
て
在
任
中
で
あ

っ
た
。
第
二
に
、
五
行
目
「
御
都
合
可
然
刻
奉
願
候
」
の
「
刻
」
は
『
伊
藤
博
文
関
係

文
書
』
で
は
解
読
で
き
ず
「□

」
で
置
き
換
え
ら
れ
て
い
た
が
、
同
じ
字
体
が
今
回
翻

刻
し
た
範
囲
で
は
、
斎
藤
実
宛
「
２
．」
二
行
目
に
「
命
令
書
之
有
無
及
び
時
刻
等
」

の
「
刻
」
と
し
て
、
ま
た
、
徳
富
蘇
峰
宛
「
１
．
」
五
行
目
「
御
都
合
宜
敷
刻
、
幸
倶

楽
部
に
於
て
拝
話
相
願
度
」
の
「
刻
」
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
文
脈
的
に
は
「
刻
」

で
あ
る
と
推
測
さ
れ
、
字
形
的
に
は
、
林
英
夫
監
修
『
古
文
書
字
叢
』（
柏
書
房
、
一

九
九
〇
年
）
の
「
刻
」
の
項
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
用
例
「
即
刻
」
の
「
刻
」
と
一
致
し

た
た
め
、
読
み
を
「
刻
」
と
し
た
。
な
お
、
こ
の
書
翰
は
、
末
尾
に
「
品
之
允
」
と
署

名
し
た
次
行
に
名
宛
人
の
記
入
、
例
え
ば
「
伊
藤
総
理
大
臣
閣
下
」
等
を
欠
い
て
い
る
。

伊
藤
と
有
地
の
関
係
が
ほ
ぼ
対
等
に
近
い
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
。

榎
本
武
揚
宛
「
１
．」
。
品
川
弥
二
郎
が
死
去
し
た
の
は
、
一
九
〇
〇
年
二
月
二
十
六

日
な
の
で
、
発
信
さ
れ
た
の
は
一
八
九
九
年
を
含
む
そ
れ
以
前
の
年
の
三
月
で
あ
る
。

一
方
、
発
信
人
有
地
の
住
所
は
「
神
田
淡
路
町
二
丁
目
七
番
地
」
で
あ
る
。
以
下
、
有
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地
の
住
所
は
、
一
八
九
〇
年
十
二
月
十
日
現
在
の
在
任
者
を
掲
載
す
る
内
閣
官
報
局

『
職
員
録(

甲)

』
で
は
、
「
麹
町
区
一
番
町
五
十
番
地
」(

4)

。
一
八
九
五
年
十
二
月

発
信
の
斎
藤
実
宛
「
２
．」
「
３
．」
で
は
「
下
弐
番
町
六
十
番
地
」
。「
神
田
淡
路
町
二

丁
目
七
番
地
」
は
、
こ
の
榎
本
宛
「
１
．」
を
初
出
と
し
、
徳
富
蘇
峰
宛
「
２
．」
の
一

九
一
三
年
五
月
十
七
日
を
最
終
例
と
す
る
。
以
後
、
一
九
一
五
年
十
一
月
一
日
の
寺
内

正
毅
宛
「
２
．」
以
降
「
四
谷
大
番
町
八
五
」
と
変
わ
る
。
当
書
翰
の
発
信
は
、
一
八

九
六
年
、
一
八
九
七
年
、
一
八
九
八
年
、
一
八
九
九
年
の
い
ず
れ
か
の
三
月
三
十
一
日

で
あ
ろ
う
。
文
中
の
「
品
川
氏
等
之
発
起
に
係
る
事
業
」
は
確
定
で
き
な
い
が
、
榎
本

武
揚
が
所
管
す
る
分
野
で
品
川
が
新
し
い
企
画
を
起
し
て
い
る
と
読
み
取
れ
る
。
榎
本

が
農
商
務
大
臣
に
在
任
し
た
の
は
、
一
八
九
四
年
一
月
二
十
二
日
か
ら
一
八
九
七
年
三

月
二
十
九
日
ま
で
で
あ
る
。
退
任
直
後
に
投
じ
た
礼
状
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、

前
年
三
月
の
可
能
性
も
排
除
で
き
な
い
。
新
聞
検
索
か
ら
推
察
す
る
と
、
「
大
日
本
農

会
」
あ
る
い
は
「
膣
業
協
会
」
関
連
が
可
能
性
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

沖
守
固
宛
「
１
．
」「
２
．」
。
沖
は
帝
国
議
会
創
立
時
の
一
八
九
〇
年
に
貴
族
院
勅
撰

議
員
と
な
り
、
一
九
一
二
年
十
月
に
死
去
す
る
ま
で
在
職
し
た
。
男
爵
を
授
爵
し
た
の

は
一
九
〇
〇
年
五
月
で
あ
る
。「
１
．」
に
出
て
く
る
「
宮
内
大
臣
」
は
田
中
光
顕
、
学

習
院
「
菊
池
院
長
」
は
菊
池
大
麓
、
「
会
館
」
は
華
族
会
館
で
あ
る
。
学
習
院
の
大
学

部
廃
止
を
め
ぐ
る
内
容
で
あ
る
。
末
尾
近
く
「
難
尽
筆
紙
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
を
「
尽
」

を
欠
い
て
「
尽
筆
紙
」
と
な
っ
て
い
た
の
で
マ
マ
を
付
し
た
。「
２
．」
は
、
有
地
が
理

事
長
を
務
め
る
帝
国
海
事
協
会
が
民
間
か
ら
集
め
た
募
金
で
建
造
し
た
帝
国
義
勇
艦

隊
の
第
二
船
「
梅
が
香
丸
」
が
関
門
海
峡
で
難
破
し
た
事
故
で
多
忙
で
あ
る
と
伝
え
る

内
容
で
あ
る
。

樺
山
資
紀
宛
「
１
．
」
は
、
予
備
役
編
入
が
内
定
し
た
後
、
台
湾
平
定
作
戦
に
と
も

に
従
事
し
た
初
代
の
台
湾
総
督
で
あ
る
樺
山
に
宛
て
、
東
京
の
自
宅
か
ら
送
っ
た
挨
拶

状
で
あ
ろ
う
。
封
筒
の
み
残
り
、
本
文
は
失
わ
れ
て
い
る
。「
第
二
台□

郵
便
局
」（□

は
画
数
が
多
い
の
で
「
北
」
で
は
な
く
「
灣
」
で
あ
ろ
う
が
不
鮮
明
で
断
定
で
き
な
い
）

の
消
印
や
、
総
督
府
の
受
信
整
理
番
号
の
付
与
か
ら
、
日
本
の
台
湾
統
治
が
整
い
つ
つ

あ
る
様
子
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

樺
山
登
茂
宛
「
１
．」
。
登
茂
（
と
も
）
は
樺
山
資
紀
夫
人
で
あ
る
。
一
九
〇
五
年
二

月
二
十
五
日
、
華
族
会
館
に
お
け
る
帝
国
海
事
協
会
総
会
の
開
催
通
知
で
あ
る
。
華
族

の
夫
人
や
令
嬢
を
動
員
し
て
帝
国
義
勇
艦
隊
建
設
募
金
を
行
な
っ
て
い
た
時
期
に
当

た
る
。
当
日
の
出
席
者
に
対
し
て
、「
義
勇
艦
隊
徽
章
」
な
い
し
は
帝
国
海
事
協
会
「
会

員
徽
章
」
の
佩
用
を
奨
励
し
て
い
る
。

斎
藤
実
宛
「
１
．
」
は
、
有
地
が
海
軍
大
臣
の
下
、
海
軍
省
内
の
部
署
に
勤
務
し
、

斎
藤
が
参
謀
と
し
て
司
令
長
官
の
隷
下
に
あ
る
状
況
を
示
す
。
帝
国
議
会
議
員
な
ど
を

海
軍
の
見
学
に
招
く
内
容
で
あ
る
。
十
二
月
十
四
日
に
こ
の
よ
う
な
行
事
が
行
な
わ
れ

た
記
事
を
探
す
と
、
一
八
九
〇
年
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
樺
山
資
紀
海
軍
大
臣
、

有
地
品
之
允
海
軍
参
謀
部
長
、
井
上
良
馨
常
備
艦
隊
司
令
長
官
、
斎
藤
実
常
備
艦
隊
参

謀
の
時
代
で
あ
る
。
東
京
朝
日
新
聞
一
八
九
〇
年
十
二
月
十
六
日
一
面
「
議
員
の
軍
艦

巡
覧
」
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。

衆
議
院
議
員
諸
氏
は
一
昨
十
四
日
午
前
九
時
よ
り
樺
山
海
軍
大
臣
の
招
待
に
応

じ
品
海
に
碇
泊
中
な
る
常
備
艦
隊
旗
艦
高
千
穂
、
扶
桑
、
葛
城
等
の
諸
艦
を
巡
覧

せ
し
に
付
、
有
栖
川
大
将
宮
、
同
威
仁
親
王
の
両
殿
下
を
始
め
、
樺
山
大
臣
も
軍

艦
へ
出
張
し
て
艦
隊
操
練
、
大
砲
射
撃
、
水
雷
発
射
等
を
な
し
て
各
議
員
に
示
し
、

終
て
高
千
穂
に
於
て
立
食
を
饗
し
、
樺
山
大
臣
は
将
来
我
邦
の
海
軍
を
隆
盛
な
ら

し
め
各
国
到
る
処
の
港
湾
に
日
章
旗
の
軍
艦
を
見
ざ
る
な
き
に
至
ら
し
む
る
は
、

一
に
諸
君
と
余
輩
の
任
な
り
と
の
簡
単
な
る
演
説
を
な
し
、
末
松
謙
澄
氏
議
員
総

代
と
し
て
同
日
の
待
遇
を
謝
し
た
り
。

斎
藤
宛
「
２
．
」
「
３
．」
は
、
テ
ー
ル
ス
号
事
件
に
関
し
て
、
有
地
が
待
命
か
ら
予

備
役
編
入
に
い
た
る
時
期
に
お
け
る
「
海
軍
大
臣
よ
り
の
推
問
書
に
対
す
る
答
案
」
作

成
・
提
出
に
関
わ
る
。
当
時
、
斎
藤
実
は
常
備
艦
隊
参
謀
、
海
軍
大
臣
は
西
郷
従
道
、

海
軍
次
官
は
伊
藤
雋
吉
で
あ
る
。

斎
藤
宛
「
４
．」
は
貴
族
院
男
爵
議
員
補
欠
選
挙
に
関
す
る
内
容
で
あ
る
。『
議
会
制

度
百
年
史

貴
族
院
・
参
議
院
議
員
名
鑑
』（
大
蔵
省
印
刷
局
、
一
九
九
〇
年
）
で
男
爵

議
員
の
在
任
期
間
を
確
認
す
る
と
、
「
小
野
男
」
は
日
御
崎
神
社
宮
司
の
経
歴
を
も
つ

小
野
尊
光
（
一
九
〇
一
年
六
月
～
一
九
一
一
年
七
月
）
、「
千
田
男
爵
」
は
千
田
貞
暁
（
一

九
〇
四
年
七
月
～
一
九
〇
八
年
四
月
）、｢

野
田｣

は
野
田
豁
通
（
一
九
〇
四
年
七
月
～

一
九
一
三
年
一
月
）
、「
島
津
男
」
は
島
津
長
丸
（
一
九
〇
一
年
九
月
～
一
九
〇
四
年
七

月
、
一
九
一
六
年
五
月
～
一
九
二
七
年
二
月
）
で
あ
る
。
こ
の
選
挙
で
は
野
田
が
当
選

し
た
。
東
京
朝
日
新
聞
一
九
〇
一
年
五
月
三
日
一
面
「
男
爵
議
員
補
欠
競
争
の
現
状
」

は
つ
ぎ
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

昨
日
あ
た
り
迄
の
形
勢
を
聞
く
に
始
め
の
程
は
千
家
男
の
率
ゆ
る
二
七
会
の
候

補
者
小
野
男
の
勢
力
他
の
野
田
、
島
津
二
男
の
上
に
在
り
し
が
、
野
田
男
が
軍
人

及
び
宮
内
省
側
の
縁
故
よ
り
熱
心
運
動
の
結
果
其
形
勢
一
変
し
、
今
は
野
田
派
百
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名
、
小
野
派
八
十
名
、
島
津
派
四
十
名
と
云
ふ
形
勢
と
な
れ
り
。（
中
略
）
。
併
し

千
家
男
も
左
る
者
に
て
、
此
形
勢
を
見
て
取
る
や
、
島
津
派
に
向
ひ
、
今
回
は
小

野
派
の
得
票
全
部
を
挙
げ
て
島
津
男
に
投
票
せ
し
む
べ
け
れ
ば
、
次
回
の
選
挙
に

我
輩
等
の
候
補
者
を
援
け
く
る
ゝ
乎
と
の
交
渉
を
開
き
た
り
。
島
津
派
も
自
己
よ

り
優
勢
の
団
体
よ
り
利
益
な
る
交
渉
を
受
け
し
よ
り
大
に
動
き
、
昨
今
其
諾
否
の

内
議
中
な
り
。
然
る
に
元
来
貴
族
院
内
の
薩
派
が
敗
北
を
知
り
つ
ゝ
敢
て
島
津
男

を
推
し
た
る
は
、
従
来
同
爵
間
内
に
お
け
る
二
七
会
の
跋
扈
を
制
せ
ん
が
為
め
な

り
し
と
云
へ
ば
、
全
然
無
条
件
の
譲
歩
な
ら
ば
格
別
、
次
回
の
援
助
云
々
の
条
件

附
交
渉
に
は
反
対
を
唱
ふ
る
者
あ
り
と
云
ふ
。

な
お
、
右
補
選
に
関
連
す
る
徳
富
蘇
峰
宛
野
田
豁
通
書
翰
一
通
が
徳
富
蘇
峰
記
念
館
に

残
さ
れ
て
い
る
。

斎
藤
宛
「
５
．
」
は
、
第
二
十
一
回
帝
国
議
会
（
会
期
：
一
九
〇
四
年
十
一
月
三
十

日
～
一
九
〇
五
年
二
月
二
十
七
日
）
に
曾
我
祐
準
ほ
か
九
名
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
「
戦

時
補
助
船
舶
奨
励
ニ
関
ス
ル
法
律
案
」
に
関
連
す
る
。
貴
族
院
で
は
可
決
さ
れ
た
が
、

衆
議
院
で
は
否
決
さ
れ
、
成
立
し
な
か
っ
た

(
5)

。
「
大
臣
閣
下
」
は
山
本
権
兵
衛
、

「
内
田
局
長
」
は
逓
信
省
管
船
局
長
内
田
嘉
吉
で
あ
る
。

斎
藤
宛
「
６
．
」
は
、
旅
順
開
城
後
、
港
内
で
沈
底
し
て
い
た
ロ
シ
ア
艦
船
を
戦
利

船
と
し
て
獲
得
し
、
そ
の
用
途
が
話
題
に
な
っ
て
い
た
一
九
〇
五
年
の
書
翰
で
あ
る
。

当
初
、
有
地
ら
帝
国
海
事
協
会
幹
部
は
、
戦
利
船
の
払
下
げ
に
よ
り
義
勇
艦
隊
を
組
織

す
る
可
能
性
を
志
向
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
こ
の
試
み
は
実
現
し
な
か
っ
た
。

以
後
、
帝
国
義
勇
艦
隊
を
募
金
に
基
づ
き
新
た
に
建
造
す
る
こ
と
に
な
る
。
文
面
に
名

前
が
見
え
る
ロ
シ
ア
帝
国
義
勇
艦
隊
所
属
の
仮
装
巡
洋
艦
「
ア
ラ
ガ
ラ
ー
」
は
、
同
年

六
月
、
「
姉
川
」
と
改
名
し
て
「
帝
国
軍
艦
」
に
編
入
さ
れ
呉
鎮
守
府
所
属
と
な
っ

た(

6)

。

斎
藤
宛
「
７
．」
に
は
、
斎
藤
実
が
「
次
官
閣
下
」
と
し
て
登
場
す
る
。「
補
助
船
舶

購
入
」
が
帝
国
海
事
協
会
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
時
期
で
あ
り
、
五
月
二
十
日
に
理
事

会
と
造
船
委
員
会
が
開
催
さ
れ
た
年
を
機
関
誌
『
海
事
雑
報
』
に
確
認
し
、
一
九
〇
五

年
と
推
定
し
た
（

7
）

。

斎
藤
宛
「
８
．」
は
、
捕
獲
艦
船
「
ル
ニ
ガ
」「
ラ
ッ
サ
」
を
帝
国
海
事
協
会
の
造
船

委
員
が
参
観
す
る
可
能
性
を
問
う
て
い
る
。『
極
秘
明
治
三
十
七
八
年
海
戦
史
』
中
の

「
戦
利
艦
戦
利
船
捕
獲
船
及
釈
放
拿
捕
船
一
覧
表
」
に
は
該
当
す
る
船
舶
は
見
つ
け
ら

れ
な
い
（

8
）

。
一
般
社
会
に
対
し
て
帝
国
海
事
協
会
が
義
勇
艦
隊
の
建
設
を
唱
え
始

め
る
の
は
、
一
九
〇
四
年
八
月
か
ら
な
の
で
、
差
出
し
が
一
九
〇
四
年
六
月
の
可
能
性

は
小
さ
い
。
一
九
〇
五
年
、
な
い
し
、
一
九
〇
六
年
の
六
月
二
十
二
日
で
あ
ろ
う
。

斎
藤
宛
「
９
．
」
に
は
「
帝
国
海
事
協
会
関
西
二
府
廿
県
臨
時
大
会
」
と
あ
る
。
こ

の
場
合
の
「
関
西
」
と
は
西
日
本
の
意
で
あ
る
。
こ
の
年
、
三
重
県
津
市
で
は
「
第
九

回
関
西
府
県
連
合
共
進
会
」
が
開
催
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
海
事
協
会
の
同

大
会
、
帝
国
教
育
会
の
大
会
、
さ
ら
に
、
日
本
海
員
掖
済
会
の
四
日
市
支
部
開
業
式
が

開
催
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
イ
ベ
ン
ト
に
向
け
て
、
軍
艦
を
回
航
し
、
参
観
の
機
会
を
提

供
す
る
よ
う
に
依
頼
す
る
書
翰
で
あ
る
。「
１
．
」
と
同
樣
に
、
海
軍
の
広
報
活
動
の
姿

を
窺
わ
せ
る
。

斎
藤
宛
「
10
．
」
は
、
海
軍
大
臣
官
邸
で
開
催
さ
れ
た
貴
族
院
議
員
へ
対
す
る
予
算

内
示
会
に
関
す
る
書
翰
で
あ
る
（

9
）

。
有
地
は
貴
族
院
に
属
す
る
海
軍
Ｏ
Ｂ
を
代
表

し
て
海
軍
大
臣
斎
藤
実
と
の
間
で
事
前
の
打
ち
合
わ
せ
を
し
て
い
る
。

斎
藤
宛
「
11
．」
は
、
義
勇
艦
隊
の
第
一
船
「
桜
丸
」
は
、
平
時
に
は
石
炭
を
、
戦

時
に
は
重
油
を
用
い
る
重
油
混
燃
機
関
と
し
た
く
、
そ
の
た
め
の
試
験
を
海
軍
に
委
託

す
る
こ
と
を
依
頼
し
て
い
る
。
な
お
、
追
伸
に
出
て
く
る
「
藤
三
郎
」
は
、
有
地
品
之

允
の
嗣
子
、
有
地
藤
三
郎
で
、
京
都
府
選
出
の
貴
族
院
多
額
納
税
者
議
員
、
田
中
源
太

郎
（
任
期
：
一
八
九
七
年
九
月
～
一
九
〇
四
年
九
月
、
一
九
一
一
年
九
月
～
一
九
一
八

年
九
月
）
の
三
女
、
美
代
子
と
の
婚
儀
が
執
り
行
わ
れ
た
と
の
内
容
で
あ
る
。

斎
藤
宛
「
12
．」
は
、
義
勇
艦
隊
建
設
募
金
が
「
戦
時
に
遠
ざ
か
る
丈
募
集
も
困
難
」

と
な
っ
た
の
で
、
不
用
と
な
っ
た
海
軍
用
地
を
海
事
協
会
に
払
い
下
げ
て
も
ら
い
そ
れ

を
建
艦
資
金
と
し
た
い
と
い
う
内
相
談
で
あ
る
。

斎
藤
宛
「
13
．」
は
、
有
地
の
家
族
に
病
人
が
い
て
、
海
軍
予
算
に
つ
い
て
海
軍
省

を
訪
問
し
、
詳
細
に
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
代
理
と
し
て
幸
倶
楽
部
か
ら

三
名
を
差
し
向
け
る
と
の
内
容
で
あ
る
。
三
名
の
任
期
を
確
認
し
、
斎
藤
が
海
軍
大
臣

で
あ
る
期
間
と
対
比
す
る
と
、
目
賀
田
種
太
郎
（
勅
撰
議
員
：
一
九
〇
四
年
八
月
～
一

九
二
三
年
十
月
）
、
坪
井
九
八
郎
（
男
爵
議
員
：
一
九
一
一
年
三
月
～
一
九
二
八
年
十

月
）
、
東
郷
安
（
男
爵
議
員
：
一
九
一
一
年
七
月
～
一
九
四
六
年
二
月
）
、
斎
藤
実
（
海

軍
大
臣
：
一
九
〇
六
年
一
月
～
一
九
一
四
年
四
月
）
で
あ
る
。
差
出
年
の
可
能
性
が
あ

る
の
は
、
一
九
一
一
年
、
一
九
一
二
年
、
一
九
一
三
年
で
あ
り
、
い
ず
れ
か
の
十
二
月

二
十
六
日
で
あ
る
。

斎
藤
宛
「
14
．」
は
、
た
ば
こ
を
沢
山
貰
っ
た
こ
と
へ
の
礼
状
で
あ
る
。

阪
谷
芳
郎
宛
「
１
．」
。
阪
谷
芳
郎
が
男
爵
議
員
補
欠
選
挙
に
当
選
し
た
の
は
、
こ
の
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書
翰
が
投
じ
ら
れ
た
数
日
後
、
一
九
一
七
年
一
月
二
十
七
日
で
あ
っ
た
。
義
勇
艦
隊
第

一
船
「
桜
丸
」
の
売
却
を
め
ぐ
っ
て
函
館
の
船
主
か
ら
、
背
任
罪
で
の
刑
事
告
発
、
民

事
訴
訟
で
の
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
が
、
こ
の
年
の
秋
か
ら
翌
年
に
か
け
て
表
面
化
す

る
。
そ
の
発
端
の
時
期
の
書
翰
で
あ
る
。

品
川
弥
二
郎
宛
「
１
．」
で
は
、
任
地
か
ら
上
京
し
て
き
た
有
地
が
、
品
川
邸
を
訪

問
す
べ
き
日
時
を
問
い
合
わ
せ
て
い
る
。
品
川
弥
二
郎
は
、
榎
本
武
揚
宛
「
１
．
」
に

も
出
て
き
て
い
た
。
品
川
周
辺
の
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
有
地
が
属
し
て
い
た
こ
と
を

示
唆
す
る
。

辻
新
次
宛
「
１
．」
一
九
一
一
年
三
月
の
男
爵
議
員
補
欠
選
挙
に
関
す
る
内
容
で
あ

る
。
辻
は
、
一
八
九
六
年
一
月
以
来
の
貴
族
院
勅
撰
議
員
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
点
で
の

海
軍
大
臣
は
、
一
九
〇
七
年
に
男
爵
と
な
っ
て
い
た
斎
藤
実
で
あ
る
。
背
景
に
つ
い
て

は
、
内
藤
一
成
著
『
貴
族
院
と
立
憲
政
治
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）
に
詳
し

い
分
析
が
あ
る
。

寺
内
正
毅
宛
の
二
通
は
、
有
地
と
の
間
に
古
く
か
ら
の
親
交
が
あ
る
こ
と
を
窺
わ
せ

る
。「
１
．」
は
刀
の
銘
に
寺
内
の
祖
先
と
推
察
さ
れ
る
人
物
を
見
出
し
た
こ
と
に
つ
い

て
の
問
い
合
わ
せ
で
あ
る
。「
２
．
」
は
、
一
九
一
五
年
十
一
月
三
日
に
死
去
す
る
貴
族

院
勅
撰
議
員
、
馬
屋
原
二
郎
に
つ
い
て
、
他
界
の
二
日
前
に
、
授
爵
の
可
能
性
を
考
え
、

根
回
し
を
し
て
い
る
様
子
を
示
す
。
こ
の
努
力
は
実
ら
な
か
っ
た
。

徳
富
蘇
峰
宛
の
三
通
は
、
一
九
一
三
年
五
月
に
出
さ
れ
た
一
連
の
書
翰
で
あ
る
。
徳

富
は
一
九
一
一
年
八
月
以
降
、
貴
族
院
勅
撰
議
員
で
あ
る
。
貴
族
院
議
員
と
し
て
の
有

地
と
徳
富
の
接
触
を
示
す
。
海
事
に
関
係
す
る
論
題
、
論
点
を
有
地
が
徳
富
に
提
示
し
、

説
明
し
て
い
る
姿
が
窺
わ
れ
る
。「
１
．
」
に
「
不
可
思
議
」
の
「
議
」
を
「
儀
」
と
し

て
い
る
箇
所
が
あ
っ
た
の
で
マ
マ
を
付
し
た
。

長
岡
外
史
宛
「
１
．
」
は
、
帝
国
海
事
協
会
が
義
勇
艦
隊
建
設
募
金
を
開
始
す
る
た

め
、
中
心
に
な
っ
て
活
動
す
る
人
物
を
各
界
か
ら
獲
得
し
よ
う
と
す
る
な
か
で
、
陸
軍

の
退
役
将
校
と
し
て
花
坂
圓
の
人
物
に
つ
い
て
、
陸
軍
部
内
で
の
評
判
を
問
い
合
わ
せ

て
い
る
。

野
村
靖
宛
「
１
．」
は
、
有
地
の
前
半
生
か
ら
後
半
生
へ
の
転
換
を
理
解
す
る
際
、

従
来
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
情
報
を
提
供
す
る
。

一
八
九
五
年
十
二
月

予
備
役
編
入

一
八
九
六
年
六
月

男
爵
と
な
る

一
八
九
七
年
七
月

貴
族
院
男
爵
議
員
に
当
選

こ
の
時
系
列
に
、
有
地
が
貴
族
院
議
員
と
な
っ
た
直
後
、
一
八
九
七
年
九
月
に
、
帝
国

海
事
協
会
の
趣
意
書
と
規
則
案
を
書
き
上
げ
、
設
立
後
の
所
管
大
臣
と
な
る
野
村
靖
逓

信
大
臣
に
差
し
だ
し
、
意
見
を
求
め
て
い
る
こ
と
が
加
わ
る
。
翌
年
一
月
、
第
二
次
松

方
正
義
内
閣
は
総
辞
職
し
、
野
村
も
逓
信
大
臣
か
ら
退
い
て
い
る
。
逓
信
省
管
船
局
が

所
管
す
る
外
郭
団
体
と
し
て
は
、
日
本
海
員
掖
済
会
（
一
八
八
〇
年
創
立
）、
帝
国
水

難
救
済
会
（
一
八
八
九
年
創
立
）
に
つ
づ
き
、
一
八
九
九
年
十
一
月
に
創
立
さ
れ
た
帝

国
海
事
協
会
は
三
番
目
で
あ
っ
た(

10)

。
少
な
く
と
も
創
立
の
二
年
二
ヶ
月
前
に
有
地

に
よ
る
具
体
的
な
準
備
活
動
が
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
本
書
翰
に
よ
り
確
認
で
き
た
。

野
村
宛
「
２
．
」
「
３
．
」「
４
．
」「
５
．
」
は
、
日
常
的
な
交
遊
が
あ
る
こ
と
、
あ
る

い
は
、
郷
里
山
口
県
や
旧
主
毛
利
家
に
か
か
わ
り
、
有
地
と
野
村
の
関
係
が
存
在
し
て

い
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。「
４
．
」
に
出
て
く
る
「
杉
子
」
と
は
杉
孫
七
郎
（
子
爵
、
枢

密
顧
問
官
）
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
、
野
村
の
死
去
は
一
九
〇
九
年
一
月
な
の
で
、
そ

れ
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
年
に
投
じ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

山
根
正
次
宛
「
１
．」
。
山
根
は
、
山
口
県
萩
出
身
の
医
学
者
で
、
一
九
〇
二
年
以
降

は
山
口
県
選
出
の
衆
議
院
議
員
と
し
て
六
回
当
選
し
た
。
当
書
翰
は
、
議
員
と
な
る
以

前
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
有
地
が
山
根
の
診
察
を
受
け
て
い
る
様
子
を
示
す
。
背
景
に
、

東
京
の
山
口
出
身
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
一
員
と
し
て
接
触
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ

れ
る
。
例
え
ば
、
品
川
弥
二
郎
を
共
通
の
知
己
と
す
る
関
係
に
あ
っ
た
。
一
九
〇
〇
年

二
月
二
十
六
日
の
品
川
の
他
界
か
ら
二
年
半
余
り
後
に
開
か
れ
た
「
品
川
子
の
記
念

会
」
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
報
じ
ら
れ
て
い
る(

11)

。

故
品
川
子
の
記
念
会

は
昨
日
午
後
一
時
よ
り
富
士
見
町
苦
談
楼
に
於
て
催
し
、

有
地
男
、
塚
原
周
造
、
元
田
肇
、
和
田
彦
次
郎
、
山
根
正
次
氏
等
故
子
爵
の
恩
顧

を
蒙
り
し
者
三
十
余
名
集
会
、
有
地
男
を
座
長
と
し
て
各
自
故
子
爵
の
逸
事
等

種
々
の
追
懐
談
を
為
し
た
り
し
が
、
其
内
有
地
男
が
品
川
子
、
大
山
侯
、
林
有
造

等
同
行
九
名
に
て
千
八
百
七
十
年
晋
仏
戦
争
視
察
に
赴
き
し
当
時
、
同
行
者
の
失

策
を
列
挙
せ
し
実
践
談
の
如
き
は
最
も
興
味
あ
り
た
り
。
五
時
過
ぎ
退
散
せ
り
。

最
後
に
、
凡
例
的
な
事
項
を
述
べ
る
。

翻
刻
の
ス
タ
イ
ル
は
、
か
つ
て
共
編
し
た
『
徳
富
蘇
峰
関
係
文
書
』
全
三
巻
（
山
川

出
版
社
近
代
日
本
史
料
選
書
七
・
一
～
三
、
一
九
八
二
年
、
一
九
八
五
年
、
一
九
八
七

年
）
を
踏
襲
し
た
。
同
シ
リ
ー
ズ

三
「
凡
例
」
の
文
言
を
引
用
す
れ
ば
、
つ
ぎ
の
よ

う
に
な
る
。「
復
刻
に
当
っ
て
は
、
な
る
べ
く
原
形
を
尊
重
し
た
。
但
し
、
適
宜
句
読
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点
・
濁
点
を
付
し
、
片
か
な
・
変
体
か
な
は
原
則
と
し
て
平
が
な
に
統
一
し
た
。
明
ら

か
な
誤
字
・
脱
字
等
は
傍
註
で
示
し
、
誤
用
慣
用
は
史
料
通
り
と
し
た
。
ま
た
字
体
は

原
則
的
に
新
字
を
使
用
し
た
。
」
、「
推
定
差
出
年
月
日
に
は
（

）
を
付
し
た
。」
、「
書

簡
の
様
態
に
つ
い
て
は
、
巻
紙
・
墨
書
以
外
の
も
の
の
み
註
記
し
た
。
」
。
な
お
、
有
地

に
は
「
儀
」
な
い
し
「
議
」
と
す
る
べ
き
と
こ
ろ
を
「
義
」
で
済
ま
せ
る
書
き
癖
が
見

ら
れ
る
。
煩
雑
に
な
る
の
で
個
別
に
傍
註
を
付
す
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、
ど
う

し
て
も
解
読
で
き
な
い
文
字
は

□

に
置
き
換
え
た
。

本
文

伊
藤
博
文
宛
有
地
品
之
允
書
翰
（
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
伊
藤
博
文
関

係
文
書
）

１
．
明
治
（
26
）
年
１
月
３
日

謹
啓

爾
来
御
怪
我
追
々
御
全
快
被
為
在
候
半
と
奉
大
賀
候
。
私
義
昨
冬
進
級
呉
勤
務

被
仰
付
難
有
奉
存
、
偏
に
御
引
立
に
出
で
候
義
と
爰
に
御
礼
申
上
候
。
赴
任
之
前
拝
顔

願
度
之
処
何
分
に
も
未
だ
御
全
快
に
不
被
為
在
、
無
拠
山
県
大
臣
え
意
見
申
述
置
、
尚

今
度
書
翰
差
出
置
、
御
全
快
之
度
合
に
依
り
て
御
内
話
有
之
度
旨
願
出
置
候
間
、
何
卒

御
都
合
可
然
刻
奉
願
候
。
其
内
寒
気
之
候
別
て
御
保
護
専
一
に
奉
存
候
。
敬
具

一
月
初
三

品
之
允

［
註
］
書
翰
の
部
二
九
。
封
筒
な
し
。

榎
本
武
揚
宛
有
地
品
之
允
書
翰
（
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
榎
本
武
揚
関

係
文
書
）

１
．
明
治
（

）
年
３
月
31
日

拝
啓

時
下
御
清
適
奉
賀
候
。
先
達
は
御
来
客
中
へ
参
堂
得
拝
青
難
有
、
其
節
願
上
候

品
川
氏
等
之
発
起
に
係
る
事
業
も
正
に
発
表
之
手
順
に
相
運
び
候
由
、
偏
に
御
賛
成
被

下
候
効
力
に
有
之
候
と
本
人
に
於
て
も
満
悦
之
至
に
て
、
可
然
御
礼
申
上
呉
候
様
と
の

義
に
有
之
、
尚
乍
此
上
可
然
御
指
図
被
下
度
願
上
候
。
一
応
之
御
礼
迄
。
敬
具

三
月
三
十
一
日

有
地
品
之
允

榎
本
武
揚
様
閣
下

［
註
］
五
一
、
名
家
書
翰
第
十
一
巻
、
リ
ー
ル
六
、
四
七
～
四
八
コ
マ
。
封
筒
表
、

本
所
区
須
崎
町
百
四
十
二
番
地
、
子
爵
榎
本
武
揚
殿
、
親
展
。
封
筒
裏
、
神
田
淡

路
町
二
丁
目
七
番
地
、
有
地
品
之
允
。

沖
守
固
宛
有
地
品
之
允
書
翰
（
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
沖
守
固
関
係
文

書
）

１
．
明
治
（
38
）
年
10
月
11
日

拝
啓

秋
冷
相
催
候
処
御
壮
栄
奉
欣
賀
候
。
陳
ば
先
般
華
族
子
弟
教
育
に
関
す
る
件
に

付
御
高
論
も
有
之
様
相
伺
候
処
、
近
比
学
習
院
に
於
て
は
高
等
学
科
を
廃
す
る
議
宮
内

省
に
於
て
内
決
之
趣
に
て
、
現
在
院
長
と
大
き
に
教
育
上
之
意
見
を
異
し
、
終
に
辞
職

す
る
に
至
る
べ
き
形
勢
に
被
察
候
。
右
に
付
て
は
華
族
の
将
来
に
於
て
大
関
係
を
有
す

る
事
柄
な
れ
ば
、
会
館
に
於
て
も
打
捨
て
可
置
事
に
あ
ら
ず
と
し
て
、
予
て
評
議
会
に

於
て
も
宮
内
大
臣
に
対
し
意
見
申
出
候
続
き
も
有
之
候
故
、
尚
委
員
を
撰
じ
調
査
す
る

事
と
相
成
候
処
、
一
般
華
族
中
に
於
て
も
総
会
を
催
し
て
何
と
か
決
定
す
る
所
あ
る
べ

し
と
論
ず
る
向
き
も
有
之
哉
に
漏
れ
聞
へ
候
次
第
に
て
、
老
台
よ
り
は
菊
池
院
長
え
も

御
内
談
之
趣
き
も
有
之
候
由
な
れ
ど
も
、
此
場
合
に
於
て
同
氏
よ
り
書
面
差
出
候
義
難

被
致
義
と
被
存
候
に
付
、
極
内
密
を
以
て
右
申
上
候
条
、
自
然
御
上
京
に
も
相
成
候

は
ゞ
難
筆

［
マ
マ
］

紙
義
も
有
之
、
且
つ
前
文
に
於
て
も
意
味
違
ひ
候
て
は
甚
だ
遺
憾
に
付
詳

細
は
拝
青
之
上
可
万
申
上
候
。
敬
具

十
月
十
一
日
夜

品
之
允
拝

沖
男
爵
閣
下

［
註
］
三─

一
、
リ
ー
ル
一
、
一
二
～
一
七
コ
マ
。
封
筒
表
、
相
州
鎌
倉
扇
谷
、
男

爵
沖
守
固
殿
、
朱
印
「
親
展
」
。
封
筒
裏
、
朱
印
「
東
京
市
神
田
区
＼
淡
路
町
二

丁
目
七
＼
有
地
品
之
允
」。
差
出
年
は
消
印
に
よ
る
。

２
．
大
正
（
１
）
年
９
月
28
日

過
日
は
御
妨
仕
候
。
其
後
は
御
不
例
如
何
被
為
在
候
哉
。
参
堂
相
伺
度
存
候
処
、
廿
三
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日
下
の
関
港
に
於
て
梅
が
香
丸
沈
没
之
椿
事
出
来
、
為
其
日
夜
寸
暇
を
得
ず
、
幸
倶
楽

部
之
集
会
位
に
は
事
務
所
近
傍
に
付
出
掛
け
申
候
得
ど
も
、
他
事
は
何
も
打
捨
候
形
と

相
成
、
為
め
に
御
見
舞
参
堂
之
義
も
乍
心
外
相
叶
ひ
不
申
、
遺
憾
千
万
に
候
間
、
不
悪

被
思
召
被
下
度
、
天
候
も
相
定
り
候
へ
ば
旧
時
御
快
方
へ
被
為
向
候
時
機
来
る
所
に
と

奉
祈
候
。
敬
具

九
月
廿
八
日

品
之
允

沖
男
爵
閣
下

［
註
］
三─

二
、
リ
ー
ル
一
、
一
八
～
二
二
コ
マ
。
封
筒
表
、
神
奈
川
県
鎌
倉
扇
谷
、

男
爵
沖
守
固
殿
。
封
筒
裏
、
東
京
市
神
田
、
有
地
品
之
允
。
差
出
年
は
消
印
に
よ

る
。

樺
山
資
紀
宛
有
地
品
之
允
書
翰
（
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
樺
山
資
紀
関

文
係
書
）

１
．
明
治
（
28
）
年
（
12
）
月
（
14
）
日

［
註
］
第
二
次
受
入
分
、
十
。
封
筒
の
み
。
封
筒
表
、
台
湾
嶋
総
督
府
、
樺
山
台

湾
総
督
殿
、
親
展
。
封
筒
裏
、
東
京
市
下
弐
番
町
六
十
番
地
、
有
地
海
軍
中
将
。

封
筒
表
に
、「
武
蔵
東
京
麹
町
＼
廿
八
年
十
二
月
十
四
日
＼
リ
便
」
お
よ
び
「
第

二
台□

郵
便
局
＼
廿
八
年
十
二
月
二
十
五
日
」
の
消
印
、
な
ら
び
に
、
朱
印
「
総

受
第

号
」
に
「
五
五
六
」
と
墨
書
さ
れ
て
い
て
「
総
受
第
五
五
六
号
」

と
台
湾
総
督
府
の
受
信
整
理
番
号
が
付
さ
れ
て
い
る
。
差
出
年
月
日
は
消
印
に

よ
る
。

樺
山
登
茂
宛
有
地
品
之
允
書
翰
（
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
樺
山
家
文
書
）

１
．
明
治
38
年
２
月
16
日

拝
啓

陳
者
来
二
十
五
日
（
土
曜
日
）
午
後
二
時
麹
町
区
内
山
下
町
華
族
会
館
に
於
て

本
会
総
会
相
開
き
左
記
の
通
り
挙
行
致
候
間
、
御
繰
合
せ
御
出
席
被
下
度
、
此
段
及
御

通
知
候
也
。

一

令

旨

一

奉

答

一

有
功
章
授
与

一

来
賓
祝
辞

一

報

告

一

職
員
選
挙

一

定
款
改
正

明
治
三
十
八
年
二
月
十
六
日

帝
国
海
事
協
会
理
事
長

男
爵

有
地
品
之
允

追
て

総
会
に
報
告
の
都
合
も
有
之
、
且
つ
義
金
拾
五
円
以
上
の
醵
出
者
に
は
総

会
出
席
の
通
知
を
も
致
度
候
間
、
御
繁
用
中
御
迷
惑
と
存
候
得
共
、
此
際
夫
々
御

勧
誘
被
成
下
、
来
二
十
日
中
に
義
金
申
込
額
多
少
に
拘
は
ら
ず
氏
名
金
額
等
御
報

告
相
成
候
様
御
高
配
被
下
度
、
尚
総
会
出
席
者
に
し
て
義
勇
艦
隊
徽
章
又
は
会
員

徽
章
御
所
持
の
方
は
可
成
佩
用
御
出
席
被
下
度
様
相
願
度
、
御
含
み
迄
添
て
申
上

候
也
。

［
註
］
十
二
。
官
製
は
が
き
、
活
字
印
刷
。

斎
藤
実
宛
有
地
品
之
允
書
翰
（
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
斎
藤
実
関
係
文

書
）

１
．
明
治
（
23
）
年
12
月
12
日

明
後
十
四
日
戦
争
操
練
之
節
空
砲
を
発
す
る
に
不
及
と
申
上
置
候
処
、
唯
今
大
臣
出
省

相
成
可
成
勢
力
を
示
す
様
致
度
に
付
、
操
練
に
は
発
砲
候
方
可
然
と
の
意
見
に
有
之
候

条
、
其
事
に
相
成
度
、
此
旨
貴
官
迄
申
進
置
候
。
且
又
議
員
等
同
行
之
事
な
れ
ば
水
兵

之
食
事
又
は
被
服
之
類
等
も
実
見
致
度
望
も
可
有
之
哉
に
候
条
、
彼
等
之
参
考
と
可
相

成
廉
は
可
成
充
分
に
見
せ
候
方
可
然
と
被
存
候
条
其
義
御
含
ま
で
申
入
候
条
、
司
令
長

官
へ
御
申
入
置
被
下
度
、
為
旁
不
具

十
二
月
十
二
日

有
地

斎
藤
参
謀
殿

追
て

明
日
辺
御
参
省
な
れ
ば
拝
青
致
度
候
。

［
註
］
書
翰
の
部
三
〇
二─

一
三
、
リ
ー
ル
六
、
二
一
一
～
二
一
四
コ
マ
。
封
筒
な
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し
。

２
．
明
治
（
28
）
年
12
月
９
日

先
日
斎
藤
参
謀
御
来
照
之
節
、
海
軍
大
臣
よ
り
の
推
問
書
に
対
す
る
答
案
相
済
、
命
令

書
之
有
無
及
び
時
刻
等
取
調
且
つ
秘
書
え
清
書
之
義
致
御
依
頼
置
候
処
、
其
後
財
部
参

謀
え
御
伝
言
之
趣
も
有
之
、
然
る
に
本
日
海
軍
次
官
よ
り
差
掛
り
義
も
有
之
候
に
付
、

可
成
速
に
進
達
候
様
申
来
り
候
に
付
、
別
段
御
異
存
も
無
之
ば
早
々
御
認
め
方
御
命
被

下
、
御
送
付
奉
願
候
。
小
生
も
過
日
よ
り
足
痛
に
て
昨
今
は
下
駄
も
用
ゆ
る
こ
と
能
ず

困
却
致
居
候
に
付
参
堂
も
能
ず
、
何
卒
可
然
御
了
承
奉
願
候
。
為
其
。
敬
具

十
二
月
九
日

品
之
允
拝

上
村
殿

斎
藤
殿

［
註
］
書
翰
の
部
三
〇
二─

一
、
リ
ー
ル
六
、
一
五
一
～
一
五
五
コ
マ
。
封
筒
表
、

横
須
賀
軍
港
常
備
艦
隊
旗
艦
厳
嶋
、
上
村
参
謀
長
殿
、
斎
藤
参
謀
殿
、
必
急
親
展
。

封
筒
裏
、
東
京
市
下
弐
番
町
六
十
番
地
、
有
地
海
軍
中
将
、
「
昨
夜
八
重
山
艦
長

も
有
之
、
答
案
条
々
に
付
本
日
書
類
を
持
参
し
有
地
閣
下
の
宅
に
参
り
候
。
斎
」

と
の
書
き
込
み
あ
り
。

３
．
明
治
（
28
）
年
12
月
10
日

昨
日
横
須
賀
へ
向
呈
一
書
置
候
処
、
已
に
品
海
御
碇
泊
な
ら
ん
や
と
心
付
重
て
申
上
候
。

例
之
推
問
書
に
対
す
る
答
書
早
々
進
達
候
様
次
官
よ
り
申
来
候
。
就
て
は
書
面
認
め
方

願
置
候
処
、
当
時
或
は
休
暇
中
に
も
可
有
之
哉
、
御
差
支
も
有
之
候
は
ゞ
此
方
に
て
認

め
可
申
候
に
付
、
本
書
御
送
付
願
上
候
。
い
細
一
昨
日
之
書
翰
に
有
之
候
。
敬
具

十
二
月
十
日

品
之
允

参
謀
長
殿

参
謀

殿

［
註
］
書
翰
の
部
三
〇
二─

一
二
、
リ
ー
ル
六
、
二
〇
六
～
二
一
〇
コ
マ
。
封
筒
表
、

品
海
碇
泊
軍
艦
厳
嶋
、
上
村
参
謀
長
殿
、
斎
藤
参
謀
殿
、
親
展
急
。
封
筒
裏
、
下

弐
番
町
六
十
番
地
、
有
地
海
軍
中
将
。
差
出
年
は
消
印
に
よ
る
。

４
．
明
治
（
34
）
年
５
月
９
日

拝
啓

益
御
清
適
奉
賀
候
。
陳
ば
男
爵
補
欠
選
挙
之
件
に
付
て
は
御
尽
力
之
程
奉
謝
候
。

然
処
、
今
日
之
形
勢
は
敵
方
小
野
男
之
勢
力
至
て
強
力
に
し
て
勝
負
相
決
し
候
は
今
日

之
場
合
に
有
之
候
。
然
処
、
千
田
男
爵
は
予
て
希
望
も
有
之
候
由
御
内
話
之
趣
も
候
に

付
、
将
来
之
補
欠
及
び
次
期
之
総
選
挙
之
際
に
は
必
ず
当
選
相
成
度
希
望
に
有
之
候
。

然
る
に
、
今
回
は
小
野
男
に
賛
成
之
由
に
伝
承
仕
候
。
果
し
て
然
れ
ば
、
将
来
之
為
め

野
田
及
び
千
田
男
に
対
し
て
も
不
利
益
に
は
有
之
間
敷
哉
と
苦
慮
す
る
点
に
有
之
候
。

何
と
な
れ
ば
今
回
は
島
津
男
之
希
望
も
有
之
に
も
関
ら
ず
小
野
に
賛
成
相
成
候
て
は
、

全
く
神
官
僧
侶
之
連
中
に
始
終
同
意
せ
ら
れ
候
様
同
爵
中
之
感
を
与
へ
候
哉
に
被
存

候
。
尤
今
回
は
島
津
男
に
在
り
て
は
無
論
少
数
に
て
当
選
之
見
込
無
之
候
得
ど
も
、
此

際
野
田
に
御
同
意
被
下
候
へ
ば
将
来
之
都
合
可
然
、
乍
去
今
日
之
至
り
如
此
不
相
成
事

情
も
有
之
候
は
ゞ
島
津
家
に
対
し
て
も
今
回
棄
権
相
成
候
方
可
然
哉
と
心
付
候
に
付
、

不
省
失
敬
内
々
老
台
迄
差
出
候
間
、
可
然
御
勘
考
之
上
、
若
し
御
同
感
に
候
は
ゞ
御
忠

告
奉
願
候
。
右
は
為
国
家
野
田
男
之
為
め
及
千
田
男
将
来
之
為
め
御
存
誠
申
上
候
。
敬

具

五
月
九
日

品
之
允

斎
藤
老
台
机
下

差
急
ぎ
乱
筆
御
免
。

［
註
］
書
翰
の
部
三
〇
二─

二
、
リ
ー
ル
六
、
一
五
六
～
一
六
二
コ
マ
。
芝
区
三
田

総
町
十
番
地
、
斎
藤
実
様
、
急
親
展
。
封
筒
裏
、
内
幸
町
一
の
五
、
有
地
品
之
允
。

５
．
明
治
（
38
）
年
２
月
７
日

拝
啓

戦
時
補
助
船
舶
に
関
す
る
奨
励
法
提
出
之
件
は
、
貴
族
院
中
各
派
へ
内
議
中
に

有
之
候
処
、
多
分
何
人
も
異
議
無
之
様
被
存
候
に
付
、
近
日
提
出
之
運
び
に
至
候
所
に

て
、
大
臣
閣
下
に
も
此
際
別
に
異
議
は
唱
へ
不
申
と
の
事
に
有
之
仕
合
申
候
。
然
処
、

法
文
に
付
て
は
内
田
局
長
え
内
議
之
末
、
別
紙
之
通
り
に
決
定
候
。
尤
文
章
に
は
多
少

気
付
も
可
有
之
候
へ
ど
も
、
成
立
候
已
上
は
特
別
委
員
会
に
於
て
修
正
相
成
候
事
と
し

て
別
紙
之
通
り
提
出
之
運
び
に
至
候
べ
し
と
被
存
候
間
、
可
然
奉
願
候
。
十
八
里
海
里

に
て
は
少
々
不
充
分
之
感
有
之
候
へ
ど
も
、
平
時
之
航
海
に
は
十
八
海
里
位
に
て
無
之

て
は
、
廿
一
海
里
に
て
は
引
合
不
申
。
依
て
右
之
通
り
相
成
候
次
第
、
何
分
可
然
奉
願

候
。
敬
具
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二
月
七
日

有
地
拝

次
官
閣
下

［
註
］
書
翰
の
部
三
〇
二─

九
、
リ
ー
ル
六
、
一
九
五
～
一
九
八
コ
マ
。
封
筒
な
し
。

６
．
明
治
（
38
）
年
５
月
11
日

拝
読

今
朝
は
船
舶
表
御
差
廻
し
被
下
且
つ
御
気
付
之
廉
々
敬
承
候
。
小
生
は
明
日
よ

り
旅
行
、
十
五
日
帰
京
可
致
之
処
可
成
差
急
ぎ
候
に
付
、
武
井
守
正
、
進
経
太

之
両
氏
え
依
頼
相
尽
候
に
付
、
両
人
よ
り
御
相
談
可
申
上
義
も
可
有
之
に
付
、
宜
敷
願

上
候
。
且
つ
旅
順
方
面
に
沈
み
た
る
敵
船
之
内
協
会
え
下
付
又
は
払
下
げ
等
可
相
成
も

の
あ
ら
ば
可
成
願
意
御
聞
届
け
相
成
候
様
奉
願
候
。
就
中
ア
ラ
ガ
ラ
ー
の
如
き
は
将
来

之
義
勇
艦
と
し
て
適
当
に
可
有
之
に
付
、
何
卒
御
下
付
又
は
御
払
下
奉
願
候
。
敬
具

五
月
十
一
日

品
之
允
拝

斎
藤
老
台
閣
下

［
註
］
書
翰
の
部
三
〇
二─

五
、
リ
ー
ル
六
、
一
七
九
～
一
八
一
コ
マ
。
封
筒
な
し
。

７
．
明
治
（
38
）
年
５
月
18
日

本
日
は
御
苦
労
千
万
に
奉
存
候
。
右
之
件
に
付
明
後
廿
日
午
後
二
時
協
会
之
理
事
会
及

び
造
船
委
員
会
相
開
き
確
定
致
度
に
付
、
造
船
委
員
た
る
伊
藤
、
宮
原
、
近
藤
之
三
氏

は
方
今
非
常
之
繁
務
に
可
有
之
候
得
共
、
補
助
船
舶
購
入
之
成
敗
に
関
す
る
場
合
に
候

間
、
是
非
と
も
暫
時
間
に
て
も
出
席
相
成
候
様
致
度
に
付
、
特
に
次
官
閣
下
に
対
し
、

御
内
談
被
成
下
候
様
奉
願
候
。
敬
具

五
月
十
八
日

有
地
拝

斎
藤
閣
下

追
て

佐
雙
君
は
病
気
之
由
に
付
、
強
て
願
兼
候
。

［
註
］
書
翰
の
部
三
〇
二─

一
一
、
リ
ー
ル
六
、
二
〇
三
～
二
〇
五
コ
マ
。
封
筒
な

し
。

８
．
明
治
（

）
年
６
月
22
日

拝
読

御
手
数
之
段
難
有
奉
謝
候
。
先
般
来
御
仰
聞
之
通
り
彼
の
「
ル
ニ
ガ
」「
ラ
ッ

サ
」
号
等
之
外
差
当
り
相
応
之
無
之
様
被
考
候
。
然
処
、
大
学
御
雇
教
師
パ
ー
ビ
ー
ス

之
話
に
彼
の
「
ラ
ッ
サ
」
号
は
本
月
中
に
横
浜
に
入
港
之
筈
と
の
事
、
果
し
て
然
れ
ば

売
却
を
好
む
な
ら
ん
や
。
入
港
之
上
は
協
会
之
造
船
委
員
諸
氏
に
は
参
観
を
依
頼
可
致

之
処
、
御
都
合
に
依
り
て
は
御
一
覧
被
下
候
は
ゞ
仕
合
に
御
座
候
。
不
取
敢
御
礼
旁
。

敬
具

六
月
廿
二
日

品
之
允
拝

斎
藤
老
台
閣
下

追
て

捕
獲
軍
艦
之
内
横
須
賀
回
航
之
上
は
参
観
被
差
免
候
哉
。
願
ば
協
会
員
中

に
希
望
者
も
有
之
候
間
、
宜
敷
御
含
置
奉
願
候
也
。

［
註
］
書
翰
の
部
三
〇
二─

六
、
リ
ー
ル
六
、
一
八
二
～
一
八
五
コ
マ
。
封
筒
な
し
。

９
．
明
治
（
40
）
年
５
月
７
日

拝
啓

時
下
御
清
穆
奉
賀
候
。
陳
ば
先
般
略
内
願
候
義
も
有
之
候
処
、
時
日
相
迫
り
御

無
理
之
願
に
も
候
や
。
帝
国
海
事
協
会
関
西
二
府
廿
県
臨
時
大
会
を
三
重
県
津
市
に
於

て
来
る
十
二
日
午
後
一
時
開
会
之
筈
に
有
之
候
処
、
其
節
幸
に
し
て
演
習
等
之
為
め
軍

艦
を
し
て
同
市
沖
迄
回
艦
相
成
候
は
ゞ
本
会
之
幸
栄
不
過
之
候
。
従
て
義
勇
艦
創
設
に

対
し
将
来
之
為
大
勢
力
と
も
可
相
成
候
間
、
自
然
御
都
合
相
叶
ひ
候
は
ゞ
無
此
上
仕
合

に
有
之
候
に
付
、
内
々
願
上
候
。
続
て
廿
四
日
午
前
、
四
日
市
に
於
て
は
掖
済
会
支
部

開
業
式
も
挙
行
之
由
な
れ
ば
同
会
に
於
て
も
必
ず
希
望
之
義
と
被
存
候
。
此
段
申
添
候
。

敬
具

五
月
七
日

品
之
允
拝

海
軍
大
臣
閣
下

［
註
］
書
翰
の
部
三
〇
二─

一
〇
、
リ
ー
ル
六
、
一
九
九
～
二
〇
二
コ
マ
。
封
筒
な

し
。

10

．
明
治
（
41
）
年
１
月
11
日

拝
読

来
る
十
七
日
大
臣
官
邸
へ
海
軍
出
身
之
議
員
集
合
之
件
、
其
々
御
通
知
相
成
候

趣
了
承
。
然
処
、
南
郷
茂
光
氏
之
如
き
は
貴
族
院
中
各
団
体
幹
事
交
渉
委
員
悉
皆
集
会

之
事
に
相
成
候
方
可
然
に
付
、
其
趣
小
生
よ
り
海
軍
大
臣
え
気
付
申
入
て
は
如
何
哉
と

‐105‐
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の
注
意
も
有
之
候
。
素
よ
り
海
軍
大
臣
に
於
て
も
各
派
団
体
之
幹
事
等
被
相
招
説
明
相

成
候
義
に
於
て
は
希
望
之
点
に
可
有
之
哉
に
被
察
候
得
ど
も
、
先
以
て
海
軍
人
中
え
篤

と
説
明
候
事
に
致
度
の
意
に
可
有
之
、
又
小
生
等
に
於
て
も
各
派
の
集
合
よ
り
も
海
軍

人
中
の
み
に
て
出
来
得
る
限
り
内
情
迄
も
承
り
置
度
と
の
希
望
に
有
之
候
。
其
意
を
被

含
候
て
特
に
同
志
者
に
て
説
明
承
知
致
度
希
望
之
向
き
も
有
之
候
は
ゞ
、
同
行
相
成
候

と
も
敢
て
差
支
は
無
之
義
と
思
考
候
旨
返
事
に
及
び
置
候
条
、
予
め
右
之
次
第
御
承
知

置
被
下
度
候
。
敬
具

一
月
十
一
日

品
之
允

斎
藤
殿

内
啓

［
註
］
書
翰
の
部
三
〇
二─

八
、
リ
ー
ル
六
、
一
九
〇
～
一
九
四
コ
マ
。
封
筒
な
し
。

11

．
明
治
（
41
）
年
５
月
14
日

拝
啓

益
御
清
康
奉
賀
候
。
陳
ば
突
然
之
義
に
候
得
ど
も
海
軍
大
臣
閣
下
え
懇
願
仕
度

候
は
、
義
勇
船
桜
丸
は
八
月
中
に
は
試
運
転
執
行
之
事
に
可
相
成
候
処
、
戦
時
に
於
て

は
重
油
採
用
可
相
成
様
準
備
候
事
に
計
画
候
得
ど
も
、
右
之
機
械
其
予
期
迄
に
間
に
合

不
申
に
付
、
何
と
か
適
当
之
名
義
を
取
付
一
時
御
貸
与
之
義
奉
願
候
。
尤
秘
密
品
之
事

な
れ
ば
其
取
扱
ひ
に
於
て
は
御
命
令
に
従
ひ
厳
守
可
致
は
勿
論
、
或
は
海
軍
に
於
て
御

試
験
相
成
候
名
義
に
て
も
可
然
か
。
造
船
委
員
等
に
於
て
も
重
油
採
用
候
に
於
て
は
廿

三
海
里
も
出
で
可
申
哉
と
の
見
込
も
有
之
、
且
将
来
之
造
船
計
画
上
に
於
て
最
も
必
要

す
る
義
に
有
之
候
間
、
何
と
か
内
々
御
助
力
之
思
召
を
以
て
御
詮
義
被
成
下
に
於
て
は

実
に
仕
合
に
有
之
候
間
、
宜
敷
奉
願
候
。
い
細
は
宮
原
中
将
え
も
申
入
置
候
。
尤
名
義

上
海
軍
に
於
て
御
試
験
と
相
成
候
に
於
て
も
、
費
用
等
は
一
切
協
会
に
於
て
支
払
ひ
金

銭
上
に
於
て
御
補
助
奉
願
候
義
に
て
は
無
之
候
間
、
何
分
に
も
多
数
賛
成
者
中
に
依
り

て
製
造
候
船
舶
之
事
な
れ
ば
、
実
際
之
処
出
来
得
る
限
り
は
速
力
之
点
に
付
て
も
一
般

に
満
足
を
与
へ
度
と
存
候
に
付
、
右
等
之
事
情
御
明
察
被
成
下
御
認
可
之
程
奉
願
候
。

敬
具

五
月
十
四
日
夜

品
之
允
拝

斎
藤
大
臣
閣
下

追
て

本
文
之
義
は
参
堂
候
て
可
願
上
筈
之
処
、
実
は
予
て
内
願
候
義
も
有
之
候

様
藤
三
郎
へ
田
中
源
太
郎
末
女
結
婚
為
致
明
日
よ
り
旅
行
可
致
に
付
、
不
得
其
意

甚
だ
失
敬
之
段
高
免
奉
願
候
也
。

三
白

本
文
之
義
表
面
願
書
差
出
候
方
可
然
に
付
、
右
は
進
氏
よ
り
宮
原
機
関
中

将
に
は
内
談
候
事
に
申
合
せ
置
候
間
、
為
念
申
添
候
。

［
註
］
書
翰
の
部
三
〇
二─

三
、
リ
ー
ル
六
、
一
六
三
～
一
七
一
コ
マ
。
封
筒
表
、

海
軍
省
、
斎
藤
海
軍
大
臣
殿
、
親
展
。
神
田
淡
路
町
二
の
七
、
有
地
品
之
允
。

差
出
年
は
消
印
に
よ
る
。

12

．
明
治
（
42
）
年
７
月
24
日

拝
啓

炎
暑
難
耐
之
処
益
御
清
適
欣
賀
之
至
り
に
奉
存
候
。
春
来
病
気
に
付
て
は
度
々

御
見
舞
且
つ
何
奇
之
品
御
賜
与
誠
に
難
有
奉
謝
候
。
御
蔭
を
以
て
追
々
快
方
に
は
有
之

候
得
ど
も
未
だ
全
治
に
至
ら
ず
、
依
て
御
礼
に
も
参
堂
能
ず
不
悪
御
聞
済
願
上
候
。
先

般
来
男
爵
会
員
之
件
及
び
海
事
協
会
義
艦
之
件
等
に
付
て
は
相
伺
ひ
度
義
も
有
之
候

得
ど
も
、
何
分
廃
蓐
不
充
分
に
付
乍
遺
憾
不
得
其
意
候
処
、
右
に
付
て
も
杉
原
男
よ
り

申
上
候
義
も
有
之
、
御
親
切
に
被
仰
聞
難
有
奉
謝
候
。
又
伊
東
義
五
郎
、
岩
崎
少
将
等

も
見
舞
と
し
て
来
邸
も
有
之
、
右
に
付
て
も
伺
度
候
へ
ど
も
無
拠
今
日
に
至
り
候
。
然

る
に
、
義
艦
之
件
は
戦
時
に
遠
ざ
か
る
丈
募
集
も
困
難
と
相
成
、
種
々
工
風
之
処
、
或

者
之
説
に
て
海
軍
御
用
地
御
不
用
之
分
赤
羽
之
工
廠
の
跡
及
び
品
川
水
吸
場
跡
之
二

ヶ
所
は
普
通
入
札
之
法
に
依
ら
ず
帝
国
海
事
協
会
え
御
払
下
之
義
御
詮
義
如
何
に
候

哉
。
右
は
募
金
之
困
難
に
付
て
は
造
船
費
之
不
足
を
補
ひ
候
事
に
使
用
致
度
候
間
、
極

内
々
に
て
御
都
合
相
伺
ひ
候
間
、
御
内
命
に
依
り
て
は
表
向
出
願
も
致
度
、
病
中
甚
だ

失
礼
に
候
得
ど
も
、
今
日
之
場
合
種
々
相
考
候
折
柄
、
右
相
伺
度
。
草
々
敬
具

七
月
廿
四
日

品
之
允

斎
藤
大
臣
閣
下

追
て

本
文
に
付
て
は
御
都
合
次
第
桜
井
、
進
等
之
内
差
出
候
て
も
可
然
候
間
、

電
話
に
て
も
御
内
命
願
上
候
。
敬
具

［
註
］
書
翰
の
部
三
〇
二─

四
、
リ
ー
ル
六
、
一
七
二
～
一
七
八
コ
マ
。
封
筒
表
、

芝
区
下
高
輪
町
五
九
、
男
爵
斎
藤
実
殿
、
親
展
。
封
筒
裏
、
神
田
淡
路
町
二
の

七
、
有
地
品
之
允
。
差
出
年
は
消
印
に
よ
る
。

13

．（

）
年
12
月
26
日
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拝
啓

寒
気
之
候
益
御
壮
健
欣
賀
之
至
奉
存
候
。
陳
ば
予
算
之
件
に
付
出
省
候
て
種
々

相
伺
度
と
存
居
候
処
、
折
悪
病
者
有
之
候
為
め
不
得
其
意
、
就
て
は
幸
倶
楽
部
中
目
賀

田
男
を
主
と
し
、
坪
井
、
東
郷
両
男
補
助
と
な
り
て
調
査
候
事
に
申
合
せ
居
り
候
に
付
、

同
人
等
参
省
候
て
従
来
之
通
り
議
員
一
般
に
対
し
各
派
へ
出
張
之
上
に
て
御
説
明
有

之
候
已
外
に
、
可
成
詳
細
に
相
伺
ひ
度
と
の
意
に
有
之
候
間
、
御
認
可
之
上
に
て
相
当

之
向
き
え
御
下
命
被
成
置
候
様
奉
願
候
。
右
は
書
面
を
以
て
申
上
候
は
角
立
候
様
に
有

之
候
得
ど
も
前
顕
之
次
第
に
付
参
省
す
る
を
得
ず
、
無
拠
口
上
に
代
へ
候
義
と
奉
願
候
。

敬
具

十
二
月
廿
六
日

有
地
品
之
允

海
軍
大
臣
閣
下

追
て

目
賀
田
男
は
反
対
の
意
を
以
て
相
伺
候
義
に
あ
ら
ず
、
則
ち
賛
成
者
之
一

人
な
れ
ば
右
御
含
之
上
可
然
願
上
候
。
右
は
本
人
よ
り
内
々
申
上
呉
様
と
の
義
に

有
之
候
也
。

本
文
御
承
諾
之
上
は
電
話
に
付
被
仰
聞
度
、
右
を
本
人
等
に
通
じ
、
参
省
の
時

日
本
人
よ
り
相
伺
候
事
に
可
致
候
。

［
註
］
書
翰
の
部
三
〇
二─

一
四
、
リ
ー
ル
六
、
二
一
五
～
二
二
一
コ
マ
。
封
筒
表
、

海
軍
大
臣
閣
下
、
親
展
。
封
筒
裏
、
有
地
品
之
允
。

14

．
大
正
（
７
）
年
２
月
26
日

拝
啓

過
日
は
御
来
光
を
辱
し
光
栄
之
至
に
候
。
其
節
御
噂
有
之
候
煙
草
沢
山
に
御
贈

与
被
成
下
正
に
拝
受
難
有
奉
謝
候
。
不
取
敢
御
礼
申
上
度
候
。
敬
具

二
月
廿
六
日

品
之
允
拝

斎
藤
閣
下

［
註
］
書
翰
の
部
三
〇
二─

七
、
リ
ー
ル
六
、
一
八
六
～
一
八
九
コ
マ
。
封
筒
表
、

四
谷
区
仲
町
三
の
四
四
、
男
爵
斎
藤
実
閣
下
、
親
展
。
四
谷
大
番
町
八
五
、
有
地

品
之
允
。
差
出
年
は
消
印
に
よ
る
。

阪
谷
芳
郎
宛
有
地
品
之
允
書
翰
（
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
阪
谷
芳
郎
関

係
文
書
）

１
．
大
正
（
６
）
年
１
月
22
日

拝
啓

秋
冷
之
候
御
清
穆
奉
賀
候
。
陳
ば
先
達
来
桜
丸
之
件
に
付
御
親
切
に
被
仰
聞
候

由
、
坪
井
男
よ
り
承
候
。
凡
て
御
厚
意
之
程
難
有
奉
謝
候
。
然
処
海
事
協
会
え
は
舟
木

理
事
よ
り
提
出
之
証
拠
書
類
返
却
相
成
候
の
み
に
て
、
何
も
通
告
は
無
之
候
得
ど
も
新

聞
に
相
見
候
様
不
起
訴
と
相
成
候
義
と
被
察
、
尤
尚
上
告
云
々
之
事
も
相
見
候
得
ど
も

幾
度
告
ぐ
も
証
拠
無
之
に
付
御
安
神
被
下
度
御
厚
意
謝
す
る
為
め
御
礼
申
上
候
。
敬
具

一
月
二
十
二
日

品
之
允

阪
谷
男
爵
閣
下

［
註
］
書
簡
の
部
十
一
、
リ
ー
ル
一
、
八
一
～
八
六
コ
マ
。
封
筒
表
、
小
石
川
区
原

町
一
二
六
、
男
爵
阪
谷
芳
郎
殿
、
親
展
。
封
筒
裏
、
四
谷
大
番
町
八
五
、
有
地
品

之
允
。
差
出
年
は
消
印
に
よ
る
。

品
川
弥
二
郎
宛
有
地
品
之
允
書
翰
（
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
品
川
弥
二

郎
関
係
文
書
）

１
．
明
治
（

）
年
11
月
14
日

拝
啓

御
壮
健
奉
賀
候
。
昨
日
上
京
候
処
御
用
恕
中
可
有
之
候
得
ど
も
参
堂
暫
時
拝
青

御
礼
申
上
度
之
処
、
何
時
参
堂
候
得
ば
御
都
合
可
然
候
哉
。
廿
日
過
迄
は
滞
京
之
含
に

有
之
候
間
、
乍
御
手
数
御
下
命
被
下
度
願
上
候
。
敬
具

品
之
允

十
一
月
十
四
日

品
川
老
台
閣
下

［
註
］
書
簡
の
部
二
八
、
リ
ー
ル
二
。
封
筒
な
し
。

辻
新
次
宛
有
地
品
之
允
書
翰
（
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
辻
新
次
関
係
文

書
）

１
．
明
治
（
44
）
年
１
月
11
日
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拝
読

厳
寒
之
候
益
御
清
適
奉
欣
賀
候
。
陳
ば
補
欠
選
挙
御
仰
聞
之
趣
敬
承
候
。
然
処

協
同
会
新
入
両
海
軍
中
将
身
上
に
付
て
は
、
幹
事
に
対
し
小
生
は
可
否
を
論
ぜ
ず
、
多

数
に
従
ひ
可
申
と
已
に
申
込
置
候
次
第
な
れ
ば
、
今
更
両
男
の
内
を
候
補
と
す
る
議
は

発
言
に
苦
み
申
候
。
且
つ
今
回
幹
事
中
に
於
て
已
に
内
定
、
明
後
十
三
日
評
議
員
会
に

提
出
之
様
子
な
れ
ば
、
難
被
行
義
と
被
存
候
得
ど
も
、
来
る
総
選
挙
に
於
て
も
、
海
軍

部
内
と
の
折
合
上
幹
事
等
も
困
難
に
被
察
候
得
ど
も
、
小
生
は
表
面
に
立
た
ず
し
て
海

軍
部
内
と
の
折
合
を
計
り
当
選
す
る
こ
と
に
相
尽
し
度
と
存
候
間
、
閣
下
に
於
か
せ
ら

れ
て
も
海
軍
部
内
幸
に
大
臣
も
同
爵
中
之
事
な
れ
ば
御
内
議
有
之
事
を
致
希
望
候
。
御

礼
迄
。
草
々
敬
具

一
月
十
一
日

品
之
允

辻
男
爵
閣
下

御
読
後
御
火
中
。

［
註
］
辻
新
次
関
係
文
書
（
寄
託
）
、
八
。
封
筒
な
し
。

寺
内
正
毅
宛
有
地
品
之
允
書
翰
（
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
寺
内
正
毅
関

係
文
書
）

１
．
大
正
（
１
）
年
11
月
14
日

拝
啓

過
日
は
御
機
嫌
能
御
帰
京
奉
賀
候
。
陳
ば
御
繁
務
中
に
は
被
為
在
候
得
ど
も
或

は
御
楽
に
も
可
相
成
哉
。
先
日
大
坂
に
住
居
之
人
よ
り
表
銘
備
前
国
長
船
住
宗
左
衛
門

尉
祐
定
、
裏
銘
寺
内
太
良
左
衛
門
尉
重
代
作
之
承
応
元
年
十
一
月
吉
日
と
あ
り
、
寸
法

弍
尺
弍
三
寸
之
柄
有
之
、
若
し
総
督
閣
下
之
御
祖
先
に
は
あ
ら
ざ
る
や
と
相
尋
越
申
候

に
付
、
不
取
敢
伺
置
、
近
日
参
堂
之
節
拝
承
可
仕
候
。
為
其
。
敬
具

十
一
月
十
四
日

品
之
允

寺
内
閣
下

［
註
］
書
翰
の
部
Ｂ
、
四
三
六─

八─

一
。
封
筒
表
、
麻
布
区
笄
町
一
七
二
、
伯
爵

寺
内
正
毅
殿
、
親
展
。
封
筒
裏
、
神
田
淡
路
町
二
の
七
、
有
地
品
之
允
。
封
筒
表

に
「
返
事
済
」
と
寺
内
の
書
き
込
み
が
あ
る
。
差
出
年
は
消
印
に
よ
る
。

２
．
大
正
（
４
）
年
11
月
１
日

拝
啓

今
朝
拝
顔
之
後
、
周
布
氏
と
相
談
之
末
、
午
後
大
隈
総
理
を
官
邸
に
問
ひ
、
幸

に
面
会
候
て
、
馬
屋
原
氏
大
病
之
事
申
入
候
処
、
驚
き
た
り
と
の
事
。
依
て
同
氏
之
履

歴
之
大
略
を
話
し
且
つ
書
付
相
渡
し
、
維
新
前
よ
り
故
桂
公
と
同
時
に
尽
力
不
少
に
付
、

授
爵
之
御
詮
義
相
成
度
、
貴
族
院
之
同
僚
と
し
て
上
申
す
。
尤
同
人
之
経
歴
は
壮
年
時

代
釼
術
場
に
於
て
同
心
に
有
之
、
其
後
は
方
面
違
ひ
之
方
に
あ
り
、
近
来
又
貴
族
院
に

於
て
特
に
同
派
に
あ
れ
ば
、
中
途
之
事
は
寺
内
伯
之
最
も
詳
細
承
知
之
事
な
れ
ば
、
或

は
伯
に
御
尋
相
成
候
得
ば
書
面
已
上
之
事
相
分
り
可
申
、
別
紙
桂
公
之
書
面
写
も
有
之
、

公
に
於
て
も
御
詮
義
相
成
相
当
と
相
認
め
候
事
と
被
察
、
何
分
に
も
宜
敷
願
ふ
と
申
入
、

御
衆
義
申
入
御
迷
惑
哉
に
候
得
ど
も
、
先
方
よ
り
被
相
尋
候
に
於
て
は
、
強
て
御
差
支

も
無
之
哉
に
存
候
故
に
御
内
意
も
不
伺
右
申
述
候
次
第
御
海
恕
奉
願
候
。
唯
今
周
布
氏

よ
り
電
話
に
て
同
氏
は
椿
山
公
へ
も
申
入
置
候
由
、
尤
大
略
を
申
述
詳
細
は
入
江
氏
へ

申
入
置
き
た
り
と
の
事
に
有
之
候
。
大
隈
伯
は
至
極
引
受
良
か
り
し
も
の
ゝ
如
し
。
何

分
宜
敷
奉
願
候
。
敬
具

十
一
月
一
日

品
之
允
拝

寺
内
伯
閣
下

［
註
］
書
翰
の
部
Ｂ
、
四
三
六─

八─

二
止
。
封
筒
表
、
麻
布
区
笄
町
一
七
二
、
伯

爵
寺
内
正
毅
殿
、
急
親
展
。
封
筒
裏
、
四
谷
区
大
番
町
八
五
、
有
地
品
之
允
。
差

出
年
は
消
印
に
よ
る
。

徳
富
蘇
峰
宛
有
地
品
之
允
書
翰
（
徳
富
蘇
峰
記
念
塩
崎
財
団
所
蔵
）

１
．
大
正
（
２
）
年
５
月
13
日

拝
啓

昨
日
幸
倶
楽
部
に
於
て
拝
青
之
節
申
上
度
候
。
扨
て
他
と
内
話
中
御
退
席
相
成

候
。
実
は
小
生
過
般
は
予
算
逓
信
省
、
則
ち
第
五
分
科
に
従
事
候
処
、
元
来
海
事
に
付

て
は
多
少
考
慮
候
義
も
有
之
候
得
ど
も
分
科
会
に
於
て
尋
問
候
件
も
有
之
、
御
参
考
迄

に
御
内
話
申
上
度
候
処
、
種
々
事
情
も
有
之
候
故
に
当
分
は
秘
密
に
取
扱
ひ
度
と
存
候

間
、
御
都
合
宜
敷
刻
、
幸
倶
楽
部
に
於
て
拝
話
相
願
度
候
に
付
、
電
話
を
以
て
日
時
衆

議
申
上
度
候
。
航
路
拡
張
費
壱
千
弐
百
余
万
円
は
僅
少
と
云
ふ
に
あ
ら
ず
や
。
之
れ
に

有
効
に
使
用
せ
ば
国
家
を
利
す
る
点
無
之
に
あ
ら
ず
、
乍
去
単
に
補
助
金
を
与
給
す
る

の
み
に
て
、
監
督
も
取
締
り
も
無
之
に
於
て
は
船
主
の
眼
を
肥
す
の
み
。
却
て
一
般
船

主
に
対
す
る
の
妨
害
と
ま
で
評
す
る
の
向
無
之
に
あ
ら
ず
。
右
に
関
し
て
は
其
状
勢
を
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知
る
人
あ
る
も
発
言
す
る
者
無
之
は
実
に
不
可
思

儀
［
マ
マ
］

千
万
に
有
之
候
。
就
て
は
御

高
説
も
承
度
に
付
、
御
面
会
相
願
度
候
。
敬
具

五
月
十
三
日

品
之
允

徳
富
老
台

［
註
］
封
筒
表
、
赤
坂
区
青
山
南
町
六
の
三
〇
、
徳
富
猪
一
郎
殿
、
親
展
。
封
筒
裏
、

神
田
区
淡
路
町
二
の
七
、
有
地
品
之
允
。
封
筒
表
に
「
ス
」
と
墨
書
あ
り
。
対
処

済
み
の
意
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
差
出
年
は
消
印
に
よ
る
。

２
．
大
正
（
２
）
年
（
５
）
月
（
17
）
日

［
前
切
れ
］

終
り
に
臨
み
尚
ほ
前
段
に
申
残
し
た
こ
と
を
茲
に
略
述
し
て
、
此
談
話
の
局
を
結
ぶ
と

致
さ
う
。

其
れ
は
何
で
あ
る
か
と
云
ふ
に
、
船
舶
に
載
貨
喫
水
標
検
定
の
法
を
設
く
る
一
事
で
あ

る
、
海
事
先
進
国
に
在
つ
て
は
夙
に
此
法
が
定
め
ら
れ
て
あ
る
が
、
近
時
露
国
に
於
て

す
ら
、
右
の
法
を
設
け
、
浦
塩
斯
徳
に
入
港
せ
ん
と
す
る
も
の
に
し
て
、
右
検
定
標
の

付
記
せ
ら
れ
て
な
い
船
舶
に
は
、
入
港
を
許
さ
れ
ぬ
と
云
ふ
こ
と
に
成
つ
て
ゐ
る
、
然

る
に
我
国
で
は
、
今
日
尚
ほ
該
法
の
制
定
さ
れ
て
な
い
の
は
一
大
欠
点
と
申
さ
ね
ば
成

ら
ぬ
の
で
あ
る
。

載
貨
喫
水
標
と
云
ふ
の
は
、
船
腹
の
外
側
に
標
記
を
付
し
て
、
此
船
は
是
れ
以
上
喫
水

を
深
く
す
る
こ
と
を
許
さ
ぬ
ぞ
、
と
指
示
す
る
法
で
あ
る
、
云
ふ
ま
で
も
な
く
船
舶
は

夫
々
其
大
小
軽
重
に
よ
つ
て
、
喫
水
の
程
度
が
違
ふ
か
ら
、
若
し
喫
水
が
其
船
相
応
の

程
度
を
超
え
て
深
き
に
過
ぐ
る
や
う
の
事
が
あ
つ
て
は
、
忽
ち
復
原
力
に
も
関
係
を
及

ぼ
す
か
ら
、
勢
ひ
航
海
の
安
全
を
保
て
な
い
こ
と
ゝ
な
る
、
然
る
に
此
標
記
が
船
に
付

し
て
な
い
と
、
喫
水
の
定
限
に
も
何
に
も
頓
着
せ
ず
、
何
程
に
て
も
積
載
し
得
ら
れ
る

丈
船
一
パ
イ
貨
物
を
積
載
し
て
海
上
を
航
走
す
る
や
う
の
弊
が
あ
つ
て
、
危
険
千
万
な

次
第
で
あ
る
、
で
、
斯
様
な
弊
に
陥
る
こ
と
を
予
防
し
、
航
海
の
安
全
を
保
つ
為
め
、

造
船
学
上
よ
り
算
出
し
て
、
此
船
に
は
是
れ
以
上
の
貨
物
積
載
は
危
険
で
あ
る
ぞ
、
と

教
示
す
る
も
の
是
れ
が
即
ち
載
貨
喫
水
標
で
あ
る
、
英
国
な
ど
で
は
チ
ヤ
ン
と
法
律
を

以
て
定
め
て
あ
る
が
、
我
国
で
も
航
海
上
の
信
用
を
増
進
せ
ん
と
せ
ば
、
是
非
に
此
法

律
を
制
定
し
、
一
日
も
早
く
実
施
す
る
の
必
要
が
あ
る
と
信
ず
る
の
で
あ
る
。
（
了
）

［
註
］
洋
紙
Ｂ
４
一
枚
に
、
こ
ん
に
ゃ
く
版
印
刷
。
段
落
と
句
読
点
は
原
文
の
ま
ま
。

封
筒
表
、
赤
坂
区
青
山
南
町
六
の
三
十
、
徳
富
猪
一
郎
殿
、
朱
印
「
親
展
」。
封

筒
裏
、
朱
印
「
東
京
市
神
田
区
＼
淡
路
町
二
丁
目
七
＼
有
地
品
之
允
」。
差
出
年

月
日
は
消
印
に
よ
る
。

３
．
大
正
（
２
）
年
（
５
）
月
（
20
）
日

過
日
私
見
入
御
覧
置
候
処
、
尚
別
紙
差
出
候
也
。

品
之
允

［
別
紙
］

嘗
て
某
工
学
博
士
が
船
舶
の
ツ
リ
ー
ム
に
就
き
縷
々
論
述
す
る
所
あ
り
て
之
を
世
に

公
け
に
し
た
る
こ
と
あ
り
。
ツ
リ
ー
ム
は
船
舶
が
海
上
に
浮
泛
す
る
に
方
り
、
船
体
の

釣
合
を
保
つ
上
に
生
ず
る
必
要
の
理
論
に
し
て
、
苟
も
船
舶
操
縦
の
任
に
在
る
船
長
の

如
き
は
夢
寐
の
間
尚
ほ
忘
る
べ
か
ら
ざ
る
緊
要
の
事
柄
な
り
。
然
る
に
頃
日
或
る
一
船

長
は
博
士
の
右
の
論
述
を
以
て
造
船
学
者
の
閑
談
と
な
し
、
船
長
等
実
際
船
務
に
当
る

者
は
斯
の
如
き
事
柄
に
耳
を
傾
く
る
の
必
要
な
し
と
云
ふ
が
如
き
こ
と
を
筆
し
て
漫

り
に
世
に
公
け
に
為
せ
る
を
見
る
。
是
等
の
徒
は
、
ツ
リ
ー
ム
を
以
て
単
に
造
船
学
上

の
理
論
に
止
ま
る
も
の
と
し
、
其
理
論
が
直
ち
に
船
体
浮
泛
の
道
理
の
実
際
を
説
明
す

る
も
の
た
る
を
知
ら
ず
。
随
つ
て
船
長
等
の
居
常
此
学
理
を
服
膺
し
て
操
縦
の
任
を
全

ふ
せ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
こ
と
を
も
会
得
し
居
ら
ざ
る
も
の
た
り
。
荷
積
は
船
長
の
督
す

る
所
、
而
し
て
船
長
ツ
リ
ー
ム
の
何
た
る
を
知
ら
ず
し
て
乱
暴
に
船
中
に
荷
物
を
積
載

せ
ん
か
災
ひ
忽
ち
其
船
に
及
ば
ん
。
是
れ
ツ
リ
ー
ム
の
操
縦
に
大
関
係
あ
る
一
例
な
り
。

私
か
に
恐
る
、
斯
る
無
智
頑
陋
の
徒
に
も
尚
ほ
船
長
の
免
状
を
与
え
人
の
生
命
財
産
を

運
漕
す
る
の
職
責
を
負
担
せ
し
め
つ
ゝ
あ
る
当
該
官
衙
の
信
頼
に
惑
ふ
者
の
生
ぜ
ん

こ
と
を
。
若
し
夫
れ
斯
様
な
る
者
に
船
の
操
縦
を
託
す
る
以
上
は
別
に
ツ
リ
ー
ム
の
智

識
を
有
す
る
者
を
各
船
に
乗
組
ま
せ
る
か
、
或
は
各
港
湾
に
屯
在
し
検
査
せ
し
め
ざ
る

べ
か
ら
ざ
る
こ
と
ゝ
な
ら
ん
。
吾
人
は
切
に
当
該
理
事
者
の
省
察
を
促
す
も
の
な
り
。

［
註
］
別
紙
は
、
洋
紙
Ｂ
４
一
枚
に
、
こ
ん
に
ゃ
く
版
印
刷
。
封
筒
表
、
赤
坂
区
青

山
南
町
六
の
三
〇
、
徳
富
猪
一
郎
殿
、
親
展
。
封
筒
裏
、
帝
国
海
事
協
会
、
有
地

品
之
允
。
差
出
年
月
日
は
消
印
に
よ
る
。
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長
岡
外
史
宛
有
地
品
之
允
書
翰
（
長
岡
外
史
顕
彰
会
所
蔵
）

１
．
明
治
（
37
）
年
８
月
24
日

残
暑
却
て
難
堪
候
処
、
益
御
壮
健
欣
喜
之
至
り
奉
存
候
。
陳
ば
突
然
之
義
に
候
得
共
、

小
生
等
之
主
唱
す
る
帝
国
海
事
協
会
に
於
て
も
陸
軍
人
之
内
に
て
力
を
添
ら
れ
度
適

当
之
向
き
も
有
之
候
は
ゞ
致
依
頼
度
と
存
候
折
柄
、
退
役
少
佐
花
坂
圓
氏
適
当
な
ら
ん

と
申
込
候
者
有
之
、
暫
時
面
会
候
処
勲
功
と
も
に
あ
り
、
未
退
役
と
申
年
齢
と
も
不
見

受
、
経
歴
承
り
候
処
、
病
気
之
為
め
に
退
役
候
由
承
り
申
候
。
然
処
、
陸
軍
部
内
に
於

て
評
判
如
何
、
同
僚
中
之
折
合
等
に
付
内
密
御
漏
し
被
下
候
仕
合
申
候
。
御
繁
務
中
恐

縮
之
至
り
候
得
共
、
昔
時
に
御
同
級
之
卒
業
に
有
之
候
様
申
居
り
、
他
に
聞
合
候
先
方

も
無
之
に
付
、
可
相
成
御
見
込
之
処
御
漏
被
下□

□
□

に
候
。
右
御
依
頼
の
為
。
草
々

敬
具

八
月
廿
四
日

品
之
允

長
岡
殿
机
下

差
急
ぎ
粗
御
免
。

［
註
］
第
八
巻
「
明
治
卅
七
年
十
一
月
よ
り
＼
卅
八
年
一
月
に
至
る
」
末
尾
、
整
理

番
号
〇
八
二
七
、
リ
ー
ル
一
。
封
筒
表
、
参
謀
本
部
に
て
、
長
岡
外
史
殿
、
必
親

展
、
花
坂
圓
君
人
事
。
封
筒
裏
、
神
田
淡
路
町
二
の
七
、
有
地
品
之
允
。
差
出
年

は
消
印
に
よ
る
。

野
村
靖
宛
有
地
品
之
允
書
翰
（
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
野
村
靖
関
係
文

書
）

１
．
明
治
（
30
）
年
９
月
30
日

今
朝
は
御
妨
候
。
其
節
申
上
候
海
事
協
会
趣
旨
書
及
規
則
案
差
出
候
間
御
気
付
之
廉
も

有
之
候
は
ゞ
被
仰
聞
度
、
何
分
に
も
可
然
願
上
候
。
敬
具

九
月
三
十
日

有
地
拝

野
村
大
臣
閣
下

［
註
］
一
八─

一─

二
止
、
リ
ー
ル
十
一
、
一
一
九
～
一
二
〇
コ
マ
。
封
筒
な
し
。

２
．
明
治
（
30
）
年
11
月
９
日

拝
読

過
日
山
口
出
張
之
義
御
受
致
候
。
夜
半
よ
り
大
下
痢
症
に
て
未
だ
執
筆
も
難
事
、

出
張
は
十
七
日
已
前
に
着
可
致
事
出
来
兼
申
候
間
、
時
機
後
れ
て
も
出
張
可
致
哉
否
御

判
定
願
上
候
。
上
領
氏
は
明
後
日
よ
り
出
発
之
事
に
申
合
置
候
。
右
之
次
第
故
に
明
夜

上
堂
も
相
成
間
敷
候
。
尤
今
日
は
少
々
快
方
に
有
之
、
虎
的
な
ぞ
に
は
無
之
御
安
心
願

上
候
。
敬
具

十
一
月
九
日

品
之
允

野
村
大
臣
閣
下

［
註
］
四─

一
七
、
リ
ー
ル
一
、
四
五
六
～
四
五
七
コ
マ
。
差
出
年
は
軸
装
時
に
付

さ
れ
た
註
記
に
よ
る
。

３
．
明
治
（
35
）
年
10
月
25
日

昨
朝
は
御
出
精
之
処
御
妨
仕
候
。
今
朝
別
紙
之
通
り
申
越
候
に
付
入
御
覧
候
。
此
上
は

左
道
市
兵
衛
氏
の
意
見
次
第
に
有
之
候
。
斎
藤
よ
り
も
書
翰
差
出
候
事
に
て
、
多
分
毛

利
氏
も
不
同
意
は
有
之
間
敷
様
被
察
候
。
昨
日
御
話
之
通
り
右
迄
に
相
運
び
候
事
な
れ

ば
、
斎
藤
氏
御
尋
ね
相
成
て
は
可
然
哉
と
奉
存
候
。
敬
具

十
月
廿
五
日

品
之
允
拝

野
村
閣
下
虎
皮
下

［
註
］
五─

一
七
、
リ
ー
ル
二
、
三
九
～
四
〇
コ
マ
。
差
出
年
は
軸
装
時
に
付
さ
れ

た
註
記
に
よ
る
。

４
．
明
治
（

）
年
７
月
29
日

過
日
参
堂
之
節
は
御
不
例
に
被
為
居
候
処
、
其
後
御
全
快
に
成
候
事
と
御
見
舞
も
不
仕

心
外
之
至
候
。
予
て
願
置
候
番
町
邸
之
義
特
別
之
御
取
計
ひ
可
相
成
之
旨
、
一
昨
杉
子

よ
り
承
知
仕
、
偏
に
御
尽
力
之
効
果
と
難
有
奉
謝
候
。
御
礼
参
堂
可
仕
候
得
ど
も
、
不

取
敢
御
礼
申
上
候
。
明
夕
は
世
話
人
中
相
集
め
右
之
趣
可
申
聞
満
足
す
る
事
に
可
有
之
、

其
上
に
て
彼
等
之
内
よ
り
も
御
礼
可
申
上
候
。
敬
具

七
月
廿
九
日

品
之
允
拝

野
邨
子
爵
閣
下
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［
註
］
一
八─

一─

一
、
リ
ー
ル
十
一
、
一
一
六
～
一
一
八
コ
マ
。
封
筒
な
し
。

５
．
明
治
（

）
年
12
月
30
日

爾
来
御
無
音
候
処
寒
気
甚
敷
候
得
共
御
壮
健
奉
賀
候
。
別
紙
先
般
御
短
刀
之
受
取
書
今

邨
よ
り
回
付
に
付
差
出
候
間
御
受
納
願
上
候
。
敬
具

十
二
月
卅
日

品
之
允

野
村
子
閣
下

［
註
］
二─

三
〇
、
リ
ー
ル
一
、
一
七
四
～
一
七
五
コ
マ
。
封
筒
な
し
。

山
根
正
次
宛
有
地
品
之
允
書
翰
（
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
山
根
正
次
関

係
文
書
）

１
．
明
治
（

）
年
１
月
13
日

昨
日
は
御
診
断
御
投
薬
相
願
度
参
堂
之
処
御
不
在
中
残
念
に
存
候
。
眼
病
も
有
之
、
先

日
来
風
邪
之
気
味
な
る
や
何
と
な
く
心
持
不
良
に
有
之
候
処
、
十
日
よ
り
咽
喉
を
痛
み

打
捨
て
置
き
て
は
如
何
や
と
存
候
間
、
御
来
診
被
下
候
仕
合
に
有
之
候
得
ど
も
当
節
は

別
て
御
多
用
之
様
恐
察
仕
候
間
、
果
し
て
然
れ
ば
何
人
に
診
断
相
頼
可
申
哉
御
指
図
被

下
度
、
何
分
電
話
不
通
に
て□

□
□

。
右
伺
置
候
。
敬
具

正
月
十
三
日

品
之
允

山
根
様

［
註
］
第
六
巻
、
リ
ー
ル
一
、
一
七
二
～
一
七
四
コ
マ
。
封
筒
な
し
。

脚
註

（
１
）
海
軍
歴
史
保
存
会
編
『
日
本
海
軍
史

第
九
巻

将
官
履
歴
上
』（
第
一
法
規
出

版
、
一
九
九
五
年
）
九
四
～
九
五
頁
。

（
２
）
東
京
朝
日
新
聞
一
九
一
七
年
四
月
二
九
日
四
面
「
枢
密
顧
問
銓
衝
事
情
＼
有
地

男
推
薦
者
」。

（
３
）
一
一
一
～
一
一
二
頁
。

（
４
）
一
六
一
頁
。

（
５
）『
議
会
制
度
七
十
年
史

帝
国
議
会
議
案
件
名
録
』（
大
蔵
省
印
刷
局
、
一
九
六

一
年
）
四
七
八
～
四
七
九
頁
。

（
６
）
東
京
朝
日
新
聞
一
九
〇
五
年
六
月
六
日
二
面
「
戦
利
汽
船
命
名
」。

（
７
）『
海
事
雑
報
』
二
〇
一
号
、
一
九
〇
五
年
六
月
十
日
発
行
、
四
九
頁
、
帝
国
海

事
協
会
録
事
欄
「
緊
急
会
議
」
。

（
８
）JA

C
A

R

（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
）R

ef.C
05110157600

、「
極
秘

明

治
三
七
．
八
年
海
戦
史

第
八
部

会
計
経
理

巻
四
、
五
付
表
及
付
図
」
の
う
ち

「
戦
利
艦
戦
利
船
捕
獲
船
及
釈
放
拿
捕
船
一
覧
表
」（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
）
。

（
９
）
東
京
朝
日
新
聞
一
九
〇
八
年
一
月
十
八
日
四
面
「
予
算
内
示
会
」。

（
10
）
逓
信
省
編
『
逓
信
事
業
史

第
六
巻
』（
財
団
法
人
逓
信
協
会
、
一
九
四
一
年
）

一
二
一
〇
～
一
二
三
二
頁
、
第
十
篇
「
管
船
」
第
七
章
「
海
事
団
体
」
第
一
節
「
日

本
海
員
掖
済
会
」・
第
二
節
「
帝
国
水
難
救
済
会
」・
第
三
節
「
帝
国
海
事
協
会
」
。

（
11
）
東
京
朝
日
新
聞
一
九
〇
三
年
十
月
十
二
日
一
面
「
故
品
川
子
の
紀
念
会
」
。
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